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1. はじめに 

本市では、令和 3年度から令和 7年度までの 5 年間を期間とする第 2期橿原市教育大綱を策

定しており、橿原市の教育目標を達成するための基本方針を定めています。そして、この方針に基

づいてアクションプランを作成し、目標の達成に向けた取組みを進めています。 

教育大綱は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 1 条の3 第 1 項の定めにより、

「教育基本法第 17 条第 1 項に規定する基本的な方針を参酌し、その地方の実情に応じ、当該地

方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な大綱を定めるもの」として市長が策定し

たものであり、アクションプランは、第 2 期橿原市教育大綱に記載の事項についての到達目標や達

成状況などを明示したものです。 

昨年度までは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２６条の規定により、教育委員会

において、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行って

きましたが、第 2 期橿原市教育大綱及びアクションプランの策定を機に、今年度からは「橿原市教

育に関する事務の職務権限の特例に関する条例」の規定により市長が管理及び執行をする教育に

関する事務についても同様の点検及び評価をすることといたしました。本報告書は、市長及び教育

委員会が、それぞれの権限に属する教育に関する事務について計画期間の初年度である令和３年

度を振り返り、各事業計画の取組み状況と成果、課題や今後の対応について点検及び評価を行い、

総合教育会議における協議及び事務の調整を経て共同で報告するものです。  
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2. 評価の対象・方法 

 教育大綱の体系 

 

 アクションプランの各事業計画と権限 

ペー

ジ 

項

目 

方

針 

取

組 

計画 

No 
事業計画 R４担当課 権限 

点検・評価 

（学識経験者

ヒアリング） 

総合教育

会議 

1１ Ⅰ 1 1 0010 特別な支援を要する児童や～ こども未来課 
保育：市長 

幼稚園：教育委員会 
〇 〇 

13 Ⅰ 1 1 0020 特別支援補助の～ こども未来課 
保育：市長 

幼稚園：教育委員会 
〇 〇 

15 Ⅰ 1 1 0030 ３歳児保育や預かり保育の～ こども未来課 
保育：市長 

幼稚園：教育委員会 
〇 〇 

17 Ⅰ 1 2 0040 保育所・幼稚園児の～ こども未来課 
保育：市長 

幼稚園：教育委員会 
〇 〇 

19 Ⅰ 1 3 0050 保護者や地域住民、関係機関に～ 教育総務課 教育委員会 〇 〇 

21 Ⅰ 2 1 0060 
全国学力・学習状況調査を自校で

～ 
学校教育課 教育委員会 〇 〇 

２3 Ⅰ 2 2 0070 他国の言語を母国語とする～ 学校教育課 教育委員会 〇 〇 
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ペー

ジ 

項

目 

方

針 

取

組 

計画 

No 
事業計画 R４担当課 権限 

点検・評価 

（学識経験者

ヒアリング） 

総合教育

会議 

２5 Ⅰ 2 3 0080 
全国体力・運動習慣調査の結果を

基に、～ 
学校教育課 教育委員会 〇 〇 

27 Ⅰ 2 4 0090 一人1台の端末～ 学校教育課 教育委員会 〇 〇 

29 Ⅰ 2 4 0100 毎日の授業において～ 学校教育課 教育委員会 〇 〇 

31 Ⅰ 2 5 0110 木に触れたり、森林で～ 学校教育課 教育委員会 〇 〇 

33 Ⅰ 2 6 0120 子ども一人ひとりに応じた～ 学校教育課 教育委員会 〇 〇 

35 Ⅰ 2 7 0130 いじめ・不登校対策指導員、～ 学校教育課 教育委員会 〇 〇 

37 Ⅰ 2 8 0140 「学校施設整備基本計画」及び～ 教育総務課 教育委員会 〇 〇 

38 Ⅰ 2 8 0150 
地域住民や保護者に対する説明会

～ 
教育総務課 教育委員会 〇 〇 

41 Ⅰ 2 8 0160 地域や学校からの要望や～ 学校教育課 教育委員会 〇 〇 

43 Ⅰ 2 8 0170 新入学児童に対しては～ 学校教育課 教育委員会 〇 〇 

45 Ⅰ 2 9 0180 地場産物の活用を促進し、郷土～ 教育総務課 教育委員会 〇 〇 

47 Ⅰ 3 1 0190 就学前においては、～ こども発達支援課 
教育委員会 

（一部、市長） 
〇 〇 

49 Ⅰ 3 1 0200 保育所（園）、幼稚園、～ こども発達支援課 
教育委員会 

（一部、市長） 
〇 〇 

51 Ⅰ 3 1 0210 教職員や保護者等に対し、～ こども発達支援課 
教育委員会 

（一部、市長） 
〇 〇 

53 Ⅰ 3 2 0220 子どもの成長過程により、～ こども発達支援課 
教育委員会 

（一部、市長） 
〇 〇 

55 Ⅰ 4 1 0230 より丁寧な人権教育の推進を～ 人権・地域教育課 教育委員会 〇 〇 

57 Ⅰ 4 1 0240 学校・園の教職員に対し、～ 人権・地域教育課 教育委員会 〇 〇 

59 Ⅰ 4 2 0250 
社会教育関係団体人権教育リーダ

ー研修会を～ 
人権・地域教育課 教育委員会 〇 〇 

61 Ⅰ 4 2 0260 橿原市人権教育研究会や～ 人権・地域教育課 教育委員会 〇 〇 

63 Ⅱ 1 1 0270 青少年の非行などを未然に～ 人権・地域教育課 教育委員会 〇 〇 

65 Ⅱ 1 1 0280 青少年とその保護者が抱える～ 人権・地域教育課 教育委員会 〇 〇 

67 Ⅱ 1 1 0290 地域社会における青少年の～ 人権・地域教育課 教育委員会 〇 〇 
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ペー

ジ 

項

目 

方

針 

取

組 

計画 

No 
事業計画 R４担当課 権限 

点検・評価 

（学識経験者

ヒアリング） 

総合教育

会議 

69 Ⅱ 1 2 0300 
中央公民館、地区公民館等におい

て～ 
人権・地域教育課 教育委員会 〇 〇 

71 Ⅱ 1 2 0310 高齢者向けには教養、～ 中央公民館 教育委員会 〇 〇 

73 Ⅱ 1 2 0320 公民館を拠点に活動する～ 中央公民館 教育委員会 〇 〇 

75 Ⅱ 1 3 0330 地域住民による学校・園の～ 人権・地域教育課 教育委員会 〇 〇 

77 Ⅱ 1 3 0340 家庭教育に関する～ 人権・地域教育課 教育委員会 〇 〇 

79 Ⅱ 1 3 0350 社会教育委員による積極的な～ 人権・地域教育課 教育委員会 〇 〇 

81 Ⅱ 2 1 0360 万葉ホールは文化芸術活動を～ 人権・地域教育課 教育委員会 〇 〇 

83 Ⅱ 2 2 0370 万葉ホールにおいて、～ 人権・地域教育課 教育委員会 〇 〇 

85 Ⅱ 2 3 0380 科学の原理を楽しく体験～ 人権・地域教育課 教育委員会 〇 〇 

87 Ⅱ 2 4 0390 市内転入者への～ 図書館 教育委員会 〇 〇 

89 Ⅱ 2 5 0400 奈良県唯一の自然史系～ 昆虫館 市長 - 〇 

91 Ⅱ 3 1 0410 
歴史に憩う橿原市博物館において

～ 
文化財保存活用課 市長 - 〇 

93 Ⅱ 3 2 0420 市民が等しく学び、～ 文化財保存活用課 市長 - 〇 

95 Ⅱ 3 2 0430 
市内には藤原京跡をはじめとする

～ 
文化財保存活用課 市長 - 〇 

97 Ⅱ 3 2 0440 建造物や美術工芸品、～ 文化財保存活用課 市長 - 〇 

99 Ⅱ 4 1 0450 今井町の伝統的な町並み～ 
今井町並保存整備

事務所 
市長 - 〇 

101 Ⅱ 4 1 0460 次世代を担う児童生徒に対して～ 
今井町並保存整備

事務所 
市長 - 〇 

103 Ⅱ 4 1 0470 市のホームページ等により～ 
今井町並保存整備

事務所 
市長 - 〇 
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 評価の流れ 

 アクションプランの評価については、橿原市及び橿原市教育委員会のそれぞれの担当部署が「評価シート」によ

り、事業計画の目標に対する実績、取組状況、課題、課題への対応方針を記載し、外部評価として、教育委員会の

権限に属する事務は、「教育に関する事務の点検・評価」として学識経験者のヒアリングを実施しました。また、市

長及び教育委員会の権限に属する事務とも総合教育会議で意見を伺うことで、双方の評価を連動して進めまし

た。 

 

＜「教育に関する事務の点検・評価」における学識経験者のヒアリング日程＞ 

 対象：教育委員会の権限に属する事務 

 日程：令和 4年１０月６日 

 学識経験者： 

奈良教育大学 名誉教授  重松 敬一 氏 

天 理 大 学 副 学 長  岡田 龍樹 氏 

 

＜総合教育会議＞ 

 対象：市長及び教育委員会の権限に属する事務 

 日程：令和 4年１０月２４日 

 総合教育会議構成員： 

橿 原 市 長  亀田 忠彦 

橿 原 市 教 育 長  深田 展巧 

橿原市教育長職務代理者  中平 えり子 

橿 原 市 教 育 委 員  伊藤 歩 

橿 原 市 教 育 委 員  松山 豊樹 

橿 原 市 教 育 委 員  平田 博也 
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3. 評価のとりまとめ 

 総合評価 

目標値に対する実績値、取組み状況、課題を総合的に判断し、「教育に関する事務の点検・評価」における学識経

験者のヒアリング及び総合教育会議の委員の意見を受けて、以下の基準で最終的に評価しました。 

 

＜総合評価の基準＞ 

A：目標を達成済み、またはほぼ達成している。取組みを継続して進めていく。 

B：目標達成に近い。現在の取組みで目標を達成することができる。 

C：目標達成まで遠い。目標を達成するためには取組みの大幅な改善が必要。 

D：目標達成が困難。目標に対する取組みの抜本的な見直しが必要。または取組み自体を行っていない（着手し

ていない）。 

 

 

 

 

 

R3年度総合評価 

A 7 

B 27 

C 8 

D 5 

合計 47 

 

 

 

A

15%

B

57%

C

17%

D

11%
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 「教育に関する事務の点検・評価」における学識経験者と教育委員会の意見交換 

 学識経験者のヒアリングでの各評価シートにおける意見は、各シートに記載しています。 

〇変化への対応 

新型コロナウイルス感染症を機に、社会の変化が大きくなっている。これまでどおりに対応するだけではなく、

変化に対応するため、評価と見直しを素早くしなければならない。前年度事業の総括をしながら、今年度事業

の改善に活かせるような評価をしていく必要がある。 

〇教育の全体的な構造の構築と共有 

学校教育と社会教育、生涯学習を含めて、教育の全体的な構造を作ると同時に、その内容が一人一人の先生に

も届くようにできると良い。目標を達成するための課題改善に重点的に取り組む必要がある。ヒアリング内容

を各職員と共有し、教育委員会全体で取り組んでいただきたい。総合教育会議において市長とも共有して取り

組んでいくことで、適材適所な人材配置も図っていきやすいと思う。 

〇自己評価のサイクル 

教育は、社会の変化に晒されており、必ず改善しなければならないことが出てくる。大学でも、課題に対応して

改善していくことのできる自己評価の仕組み作りが大切と言われている。課題が見付かることは悪いことでは

ない。課題が見付かれば、それを次のテーマにして解決に向けた取組みを進めれば良い。できていないことや

課題を見付けることは大切なことであり、まずは実施をして、発見した課題を解決していくような取組みをされ

ると良い。 

〇データの活用 

GIGA スクールになり、データの共有が進んでいる。子どもたちのデータが集まってくる中で、その教育データ

をどのように活用するかが問題となる。データを集め、それを活用して自己評価のサイクルを回し、子どもたち

の学習や授業の改善に結び付けていくことが重要。教育委員会主導で、教育データを活用して事業を展開して

いく取組みを始めていただきたい。 

〇全国学力・学習状況調査及び全国体力・運動能力、運動習慣等調査 

これらの調査を評価の対象とされたことは、市民に対する説明責任の観点からも良いこと。しかし、調査結果を

待っていては、２学期の授業改善に活用することは難しい。自校分析を進め、５月には授業改善に取り組めるよ

うにしていただきたい。 

〇事業効果の見える化 

対外的な説明に当たっては、指標となる数字が求められる。これだけの予算を使用し、このような事業をした結

果、どれだけの効果があったかを数値化していくことが必要。目標と指標が結び付いていないところは見直

し、分かりやすく示していく必要がある。また、専門用語が難しく、評価を公開するに当たっては、用語集を作る

ことも検討していただきたい。 

〇科学技術の振興に向けた教育 

日本は、少子化が進み、人材も不足していく。科学技術を高めていく必要があり、そのような状況下での教育に

向け、舵を切っていかなければならない。 

〇創意工夫・公私連携 

国や大学も予算がない。予算が不足していることはどこも同じであり、知恵を出すしかない。例えば、埼玉県戸

田市などでは、企業との連携を進めている。従来は、公的部門と私的部門を切り分けて考えられてきたが、公

私連携を進めていく必要がある。 
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〇特色づくり 

学校間の格差は仕方がない。０か１０かではなく、５～６までやって可能ならば１０を目指すという発想が必要。

大学では、これだけ予算があればできるという考えではなく、ここまでは実現した、予算があればさらにここま

で実現することができるという考えで進めている。アイデアを出して、特色を作っていなかければならない。 

 

 総合教育会議における全体的な意見内容 

 総合教育会議での各評価シートにおける意見は、各シートに記載しています。全体に係る意見については下記の

とおりです。 

・PDCAの A（アクション）の部分が少し見えにくい。また、評価の時期について、令和 4年度に反映をすること

を考えると適切か考慮を。ただし、行政の仕組みとして仕方ないのであれば、アクションプランを評価した段階

では現行進んでる令和 4年度の事業に参考になる形で解釈をして、それを日々の取組みに直接生かしていく。

そして令和 5年度には、実施の計画の段階から改善すべきものを織り込んでいく方法がよりよいと理解してい

る。 

・研修後にアンケートを取られることがあるが、直後に行うとよい結果になりやすい。できればフォローアップ

の研修やアンケートで本当に得た知識を実際の現場で使えているかどうかというところまで踏み込めるとより

よいと思われる。 

・評価指標における目標値・実績値が分かるようグラフ形式の表示が見やすいと思われる。 

・全庁的にも課題になっているが予算を計上するにあたり、歳入の確保に取り組んでもらいたい。 

・万葉ホールがワクチン接種会場となっており、その拡大・縮小に伴う使用状況によるが、可能な状況になれ

ば、イベントや施設の有効活用を図ってもらいたい。 

・各教科とも大切であるが、文化財を含め文化・芸術分野に加え、特に理数系・理工系の人材を育てることも必

要である。橿原市は大阪・京都・和歌山・名古屋などから近く、交通の要所になっているので。さまざまなヒト・

モノが集約する大きなハブが期待できる。人材が育ち、集まってくるような取り組みを進めていけば豊かな市

になると思われる。 
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4. 令和 3年度 評価シート 

次ページより「評価シート」を掲載します。シートの見方は以下の通りです。 

 

 

 

  

【目標値】 

【実績値】 

各年度において

達成すべき目標

値と、取組の結

果得られた実績

値です。 

【サブタイトル】 

教育施策の基本方針と取組み内容です。教

育大綱の番号と連動しています。 

 

【目標】 

【評価指標】 

事業計画を推進

するために目指

すべき目標と、そ

の達成の目安と

なる指標です。 

【事業計画】 

教育大綱に則り、

目標に向けて具体

的にどのような事

業をするのかと

いう計画が記載さ

れています。 

【課題への 

対応方針】 

上記課題を解決

するための対応

の方針です。 

【課題】 

取組みを進める

中で、計画の遂行

において課題と

感じたことです。 

 

【取組み状況】 

目標達成に向け

た今年度の取組

み内容です。 

【評価】 

市長の権限に属

する事務は「市長

が評価」に○、教

育委員会の権限

に属する事務は

「教育委員会の

評価」に○が記

載されています。

（両方の場合もあ

ります） 

【担当課】 

この評価シートを作成した担当課です。 

【総合評価】 
実績値、取組み

状況、課題を総

合的に判断し、各

課において各事

業を A～Dの４

段階で評価しま

した。 
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【総合教育会議 

委員のコメント】 

総合教育会議に

おいていただい

たご意見等を記

載します。 

【学識経験者の 

コメント】 

学識経験者のヒ

アリングにおい

ていただいたご

意見等を記載し

ます。 

【総合評価】 
実績値、取組み

状況、課題を総

合的に判断し、各

課において各事

業を A～Dの４

段階で評価しま

した。 

【総合評価判定

理由】 
各担当課が A～

Dと評価した理

由を記載してい

ます。 

【備考】 
その他特筆すべ

き事項について

記載しています。 

【評価指標①②】 
評価指標における目標値と 

達成値をグラフにしました。 



 Ⅰ就学前の保育・教育、学校教育

01 就学前の保育・教育の充実

01 就学前の保育・教育の質の向上

特別な支援を要する児童や様々な家庭環境の中に置かれている児童など、個々の状況に合
わせて対応するためのスキルや、児童がスムーズに小学校に入学できるための教育を行う
スキルなどを教員が習得する機会として年間３回以上の研修を実施し、個々の資質を高め
ます。また、公開保育を行い、各園の教員・保育者が互いに学び合うことでスキルを平準
化し、全体的な資質向上を図ります。

教員が専門的なスキルを習得し、平準化することで個々の児童の能力を引き出す
とともに、児童の特性に合わせた機関に繋ぐ手立てを知ることでスムーズな小学
校への入学に結び付けます。また、開かれた園を目指すことで、児童及び保護者
の安心に繋げます。

研修受講者の理解度（アンケート）

100% 100% 100% 100% 100%

90%

こども未来課　

〇 〇

・長期にわたり計画的に指定園の公開保育
や幼稚園教員研修を年間６回実施して、ス
キル向上につなげられ、職員相互の刺激の
機会となっている。
・研修後にアンケートを実施することで、
研修を受講した教員が自己の認識などを振
り返ることにつながり、資質向上を図った
。

・スキル向上のための公開保育や教員研修
など集合型研修は人数制限せざる得ないた
め、１人当たりの研修の機会が減少してし
まう。
・アンケートだけでは教員それぞれの理解
度や習熟度を十分に把握することができず
、全体的なスキルアップにつながったかど
うか不明確である。

・オンラインで研修ができる環境整備を進
めて開催回数を増やすことで、1人当たり
の研修の機会確保を図る。
・教員全員が差異なくスキルと知識を身に
付けられるような研修となるように、アン
ケートに加えて、研修受講者の状態をより
詳細に把握できる方法を模索していく。

B

0010

11



 

アンケートを研修直後にすると当然、理解
度が高い結果になる。できればフォローア
ップの研修やアンケートで本当に得た知識
を実際の現場で使えているかどうかという
ところまで踏み込めるとよりよいと思われ
る。

全体的な資質向上につながっている。

B

セミナーのようにディスカッション形式、
オンラインにすぐにアクセスできるように
して、いつでも意見を発信できることは大
切である。
アンケートの内容の工夫を行う。４択方式
などでは理解度は得られない。
オンライン研修など幅広く利用度を高めて
いくように。

12



 Ⅰ就学前の保育・教育、学校教育

01 就学前の保育・教育の充実

01 就学前の保育・教育の質の向上

特別支援補助の人的加配を行います。こども発達支援課と連携し、専門職員の定期的な訪
問やオンライン支援により特別な支援を要するかどうかを観察し、必要に応じて個別相談
を行うことで児童の特性を正確に把握します。そして、その特性に合わせた教育方法を専
門職員が教員・保育者に指導、助言することで適切な教育を行います。

特別な支援を要する児童に対する支援計画の作成等の助言、指導を支援状況に合
わせて段階的に行い、児童の自立に繋げます。

特別な支援を要する児童１人あたりの巡回等の直接的な指導による支援回数

2回 2回 2回 3回 3回

2回

こども未来課　

〇 〇

・巡回訪問によって特別な支援が必要な園
児の観察を通して担任や特別支援とのカン
ファレンスを行った。
・コロナ禍で感染状況などから直接園を訪
問できない時にオンラインによるカンファ
レンスを試験的に実施した。
・支援が必要な園児の行動を共通理解する
ためにDVD（動画）などを用い、事前に共
有できるようにした。

・各園年間２回の巡回訪問が限度で、園児
１人１人に対してどのように支援を深める
か課題になってきている。
・特別支援にかかる教員のスキル向上につ
いて、子の発達を理解した支援が求められ
る。

・園とオンラインを通じて支援の進め方や
問題点などを共有したり支援のしかたを知
る時間を確保したりすることで、園児1人1
人についてより多くの支援の時間の確保が
できると考える。
・特別支援のスキルを身につけられるよう
に研修の機会を増やす。

B

0020

13



 

引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

目標値を上方修正しました。
R3:1.5回→2回
R4:1.7回→2回
R5:2回→2回
R6:2回→3回
R7:2回→3回

巡回訪問の実施は計画的に進めている。専
門チームとして指導主事も毎回同行し、カ
ンファレンスに参加している。

B

巡回だけでは理解できないことがある。
DVD（動画）に事例タイトルをつけてスト
ックしていくこと、議事録のストックなど
、新たに携わる人の参考にもなるため、研
修の時に学ぶ教材として使用できる。

14



 Ⅰ就学前の保育・教育、学校教育

01 就学前の保育・教育の充実

01 就学前の保育・教育の質の向上

３歳児保育や預かり保育の拡充（週４日から週５日への拡充や長期休業中の実施等）、注
文弁当の実施等、現代の家庭環境に合わせて保護者負担の軽減に努め、幼稚園に通いやす
い環境の整備を行います。

様々な家庭環境の園児が入園できるよう、就学前教育の選択肢であり続けます。

通いやすさに関する保護者の満足度（アンケート）

80％以上 100％ 100％ 100％ 100％

88％

こども未来課　

〇 〇

・３歳児の入園数の増加で少数保育クラス
の運営を実施したことにより、子どもたち
が安定した幼稚園生活を行うことができ、
保護者の安心にもつながった。
・長期休業中の預かり保育を実施したこと
により保護者の一定数の利用があり負担軽
減につながった。

・就労する家庭の増加により３歳児保育を
実施する園の拡充のニーズがある。
・長期休業中の預かり保育では利用人数に
制限や優先条件を設けており、すべての家
庭を受け入れるための人材不足がある。

・保育所・幼稚園の再編計画（案）の地域
への説明会の機会を利用し、３歳児保育の
拡充要望に対する市の方策を説明すること
で、保護者の理解を促す。
・人材確保を目指すため、離職防止策につ
いて働きやすい職場作りやコミュニケーシ
ョンの改善につながる研修などを行う。

A

0030

15



 

引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

３歳児保育は順調に運営できている。長期
休業中の預かり保育を実施して、保護者も
安心して通園している。

A

橿原市の取り組みの目玉でもある。子ども
たちが育つために、市もより力を入れてテ
レビで放映して子育てしやすい街づくりを
PRできる自治体の希望をこめて。（明石市
の取り組みを参照していいと思う。）

16



 Ⅰ就学前の保育・教育、学校教育

01 就学前の保育・教育の充実

02 幼保小の連携

保育所・幼稚園児の小学校訪問や、小学生の保育所・幼稚園訪問など、小学校の児童との
体験交流活動を実施することで、小学校生活を事前に体験する機会を設けます。

小学校への入学直後に生じやすい不安や違和感を軽減し、保育所・幼稚園から小
学校への滑らかな接続を目指します。

１所・園あたりの体験交流活動の実施回数

2回 3回 3回 3回 3回

2回

こども未来課　

〇 〇

・コロナ禍の中、小学校の施設訪問（教室
、机、椅子、トイレなど環境を知る機会）
を実施することで就学する不安を少しでも
軽減できるようにした。
・交流の方法としてビデオレターを取り入
れたことで、直接的な交流が行えない中で
も継続することができた。
・園児の就学に向けて、小学校の教員と連
絡会を実施することで、継続的な情報共有
ができた。

・コロナ禍の状況がいつまで続くのかわか
らない中、今後どのような状況になっても
、交流の計画を考えるため小学校との話し
合いの場を定期的に設けて連携の強化を図
っていく必要がある。
・スタートカリキュラム（就学前から小学
校の入学後）の位置づけやお互いの取り組
みについて理解が不足している。

・オンラインでの交流ができる環境をより
活かすが、直接的な体験交流活動の回数を
増やしていけるように、小学校への働きか
けを積極的に行っていく。
・地域によっては教員同士の交流が進んで
いるが、さらに拡大していくために幼稚園
・保育所・小学校が接続について話し合う
機会を増やす。また、奈良県でも「スター
トカリキュラム」のワーキングが開始され
るので、職員一人一人が理解力を高め、就
学前教育とのつながりを考えて保育・教育
を行う。

B

0040

17



 

引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

子どもたちにとっても円滑な接続ができる
ように、日々努力している。

B

小学校の校長が幼稚園長兼務の時代もあっ
た。幼小接続の研究をしている。相互のこ
とを把握して一緒に考えていってください
。
理解を進めるために、交流がなぜ必要か、
課題による解決、問題意識をもち、改善し
ていく。

18



 Ⅰ就学前の保育・教育、学校教育

01 就学前の保育・教育の充実

03 望ましい施設環境整備

保護者や地域住民、関係機関に対する説明会を開催し、意思疎通を十分に図りながら、令和４
年度に橿原市保育所・幼稚園適正配置実施計画を策定します。策定後は、当該計画に基づき、
公立幼稚園を再編し、幼稚園型または幼保連携型の認定こども園を整備します。なお、幼保連
携型認定こども園を整備する際には、民間活力を活用するため、公私連携手法による再編整備
も検討します。さらに、今後、過小規模園となる公立幼稚園については、子どもたちの育ちに
極めて大切な集団規模の観点から、新園児の募集を停止し、休園措置を行います。

一貫して質の高い保育・教育を提供するため、公立幼稚園を再編し、認定こども
園の整備を進めます。

公立幼稚園の再編件数

― ― ― ― ―

ー

教育総務課　

〇

地域住民及び保護者への適正配置に関する説明会の開催件数

5件 10件 10件 10件 10件

3件

保育所・幼稚園適正配置検討委員会からの
答申書を踏まえて、実施計画（案）を作成
し、再編や休園等に関する考え方や、公立
幼稚園の個別具体的な再編案を作成した。
対外的な説明としては、市自治委員連合会
・市PTA連合会・１５園の保護者代表へ説
明会を開催し、一定の理解をいただいてい
ることを認識できた。また、市内の民間園
に対する説明会を実施するとともに、再編
案に関するヒアリング調査も実施した。

実施計画については、R４年度以降に再編
・休園を実施する個別幼稚園の保護者や地
域住民に対し、詳細な説明をしていく必要
があるが、そこでの理解が得られないと、
計画を確定できないといった課題がある。
民間事業者へのヒアリングでは、公私連携
事業に参入するためには、事業者の保育士
確保が課題であること、定員数が多い施設
を市が求めると、建設費用や運営面の負担
が大きくなり、参入できる事業者がいない
ことなどの課題を把握できた。
実施計画の策定にあたっては、保護者等の
理解を得るために、まずは、再編・休園で
どう変わるのか、保護者目線で分かりやす
い資料作成・説明を行う。また、説明会で
出された意見やアンケートから保護者が不
安に思っていることを整理し、次回の説明
会でその内容を回答するなど、丁寧な対応
をしていく。
民間事業者へのヒアリング調査を受けて、
公私連携幼保連携型認定こども園の定員数
（施設規模）の縮小を検討するなど、事業
に参入しやすい条件を整理する。

B

0050

19



 

引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

評価指標①については現在、実施計画を策
定中のため、策定後に目標値を示す。

関係者に対しては、分かりやすい資料によ
る、分かりやすい説明を心掛け、出てきた
意見やアンケートに真摯に対応しており、
不安を少しでも解消するようにしている。
また、事業者に対しては、ヒアリング等に
よる条件整理を行うことで目標達成可能と
考える。

B

民間事業者は、経営が成り立つことのでき
る交通の要所等の確実に幼児が集まる場所
しか対応しない。市民からは、より条件が
良くなるよう厳しく言われるので、妥協点
が難しい。真摯に対応している点も含めて
、努力は認められる。
公立幼稚園の再編を進めていく上では存続
論が強いが、教育行政としては必ずしもそ
うはいかない。再編がなぜ必要なのか、効
果性があることを理解していただくしかな
い。

20



 Ⅰ就学前の保育・教育、学校教育

02 学校教育の充実

01 確かな学力を培う

全国学力・学習状況調査を自校で採点することにより、各学校において敏速に自校の実態
や課題を把握することができるようにします。そして、校長のリーダーシップの下で、ど
のような学習方法が有効であるかを研鑽し、自律的・能動的な授業改善のサイクルを築き
ます。

実施体制の整った学校から順次開始することで波及効果を生じさせ、各学校が互
いに協力し、切磋琢磨することのできる自律的・能動的な授業改善の機運を高め
ます。

自律的・能動的な授業改善のサイクルに取り組む学校数

5校 8校 10校 15校 21校

5校

学校教育課　

〇

今年度は、5校が自校分析に取り組んだ。
自校分析参加校は、自校分析ツールを使用
して児童・生徒の国語・算数の解答を自校
採点し、誤答分析をすることにより、市内
参加校との比較において、各教科及び設問
ごとの、自校の強みと弱みを把握している
。それを受け、調査結果を、早い時期から
職員で共有し、強みについてはさらに伸ば
す、弱みについては重点的に取り組むなど
、日々の授業改善に生かしている。

全国学力学習状況調査の結果を分析し、日々
の授業改善に活かせるのは2学期以降となる。
そのため、自校分析を早期に行うことで、市
内参加校の平均との比較において、各校の課
題を明確にし、早期に日々の授業改善に取り
組む機運を高めたいと考える。しかし、校長
が、自校の状況把握に努め、自律能動的に日
々の授業改善に取り組むことに意義や意識を
持つに至らず、早期に分析ができていない、
職員との共有が不十分、分析結果を受けての
授業改善が教職員全体としての取り組みにな
っていない等の課題が見られた。

9月校長会において調査結果をどのように
受け止めたかを確認した。10月には分析結
果に基づいた授業改善の取り組みを報告会
形式で持ち、各校ごとにプレゼンする機会
を設けた。各校長が分析結果をどのように
職員に周知し、PDCAサイクルを確立してい
くのかを確認し、次年度以降、早期に自校
分析し、早期に授業改善に取り組むことの
意義を確認した。

B

0060

21



 

引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

全国学力学習状況調査の自校分析に取り組
み早期に授業改善に取り組んだ学校は、目
標値の５校であった。各学校が互いに協力
し、切磋琢磨することのできる自律的・能
動的な授業改善の機運を高めるには十分至
っていないが目標価を超えているため、Ｂ
と評価した。

B

自校分析に取り組んだ学校数ではなく、結果を指
標にすべき。学力の状況、学習状況に関わってい
くことが重要。秋田県では、全県で取り組んでい
る。地域ごとに分析をして、７月以前に改善に向
けた取組みを始めている。自校分析は５校ではな
く、令和５年度にも全校でするぐらいの勢いを持
たなければならない。
コミュニティスクールができたときは、学校運営
協議会にデータを示して地域の方と一緒に学校づ
くりを考えていくことになる。他校との比較だけ
にこだわるのではなく、自校の変化を見て、良く
なっていくように地域の方と一緒に学校を作って
いくマインドを持っていただきたい。
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 Ⅰ就学前の保育・教育、学校教育

02 学校教育の充実

02 豊かな心をはぐくむ

他国の言語を母国語とする外国語指導助手（ＡＬＴ）を派遣し、異なる文化圏の風習に触
れる機会を設けることで、他国の文化を学び、受容し、共生することのできる力を育みま
す。合わせて、日本の文化についても副読本の配布等を行い、郷土愛や芸術文化に関する
理解を深めます。

小学生の段階から多様な文化に触れさせ、それぞれの違いや良い点を学ぶことで
、多様性を認め合う豊かな心を育みます。

ALT派遣延べ日数（全小中学校の累計）

900日 900日 900日 900日 900日

871

学校教育課　

〇

・小学生が聞き取りやすい簡単な英語を使
うように心掛け、大きな声で適切なスピー
ドで話し、他国の文化についてのオリジナ
ル教材やイラストを活用するなど工夫する
ことで、児童・生徒の理解度を高めた。
・オリンピックゲームなど時事ニュースを
取り入れ、身近な話題から英語を身に着け
られるように工夫して指導した。
・常に机間を巡視することで児童・生徒の
理解度を確認しながら、英語に対する学習
意欲を高めるように指導した。

・担当ＡＬＴにより指導内容、指導力に差
がある。
・自国の文化を理解した上で他国の文化を
受容し、共生することができる力を身に着
けさせるまでには至っていない。

・ＡＬＴと教職員との連携を深め、常に指
導内容の見直し、改善を行う。
・ＡＬＴに対する研修の機会を設け、児童
生徒の異文化理解及び、日本の文化につい
ての郷土愛や芸術文化に関する理解を深め
るために効果的な指導方法を検討する。

B

0070
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引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

担当ＡＬＴにより指導内容、指導力に差が
あり、自国の文化を理解した上で他国の文
化を受容し、共生することができる力を身
に着けさせるまでには至っていないが、目
標に対する実績値はほぼ達成できているた
め、Ｂと評価した。

B

ALTの評価は、学校も意見を出して改善に
努める必要がある。また、学校現場はゲス
トティーチャーに慎重な姿勢をとってきた
が、時代が変わっており、ALTに限らず、
海外勤務経験のある地域の方を講師として
海外の文化を学習している学校もある。オ
ンラインで海外の学校とつなぐ方法もある
ので、色々な方法を模索していただきたい
。外国籍の子については、日本語教育をす
るだけでなく、母国語の絵本を読ませる等
、母国の文化を学ぶことも必要。
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 Ⅰ就学前の保育・教育、学校教育

02 学校教育の充実

03 たくましい心身の育成

全国体力・運動習慣調査の結果を基に、各学校において自校の実態や課題に向き合ったプ
ランニングシートを作成します。そして、校長のリーダーシップの下でスポーツに親しみ
、体力を向上させることのできる自律的・能動的な取組みを進めます。

実施体制の整った学校から順次開始することで波及効果を生じさせ、各学校が互
いに協力し、切磋琢磨しながら体力向上を図ります。

プランニングシートの作成による体力向上に取り組む学校数

10校 15校 20校 21校 21校

11校

学校教育課　

〇

各校における前年度からの伸び、県及び全
国平均との比較、種目毎の分析を全体、学
年、男女で行い、体力・運動能力について
自校の特徴を考察している。その分析に基
づいた課題を解決するための取り組み目標
を各校で設定し、体力向上への取り組みを
学校全体の取り組みとして進めている。取
り組みの推進に当たっては、体育主任者間
で適宜必要に応じて情報交換を行っている
。

プラニングシートに基づいた取り組みは、
主として各学校においてそれぞれ進められ
ており、各校の体力向上への取り組みにつ
いて、他校との協力・連携が十分に行われ
ていない実情が見受けられる。その原因と
して、共有する場が設定されていなかった
事が考えられる。

ネットワーク上に各校のプラニングシート
を共有できるフォルダを作成し、学校間に
おける取り組みの共有を進める。また、グ
ーグルワークスペース内に市内体育主任ク
ラスルームを開設し、日頃より体力向上へ
の取り組みに関する情報交換・情報共有が
行えるようにする。

B

0080
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引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

体力向上への取り組みについて、他校との
協力・連携が十分に行われていない実情が
見られるが、目標に対する実績値は上回っ
ているためＢと評価した。

B

取組みの実質化を図っているかということ
については課題がある。自校では取り組み
が始まっているが、橿原市として指標を持
って取り組む必要がある。
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 Ⅰ就学前の保育・教育、学校教育

02 学校教育の充実

04 ＩＣＴを活用した能力の向上

一人1台の端末、校内無線ＬＡＮ及び各教室の電子黒板を利用し、不登校児童生徒等が教
室にいるのと同じように授業を受けることのできる環境を整備します。また、そのための
教職員のＩＣＴ活用能力の向上に取り組みます。

教員が互いに授業を公開し合うことで、ＩＣＴ活用能力の向上と平準化を図りま
す。

１校あたりのＩＣＴを使用した遠隔授業の年間公開回数

3回 3回 5回 5回 5回

2回

学校教育課　

〇

①不登校児童に対し、児童に合わせて毎日～週
２，３回のオンライン授業を行った。黒板を撮
影して配信するほか、プリント類は、グーグル
ワークスペースのクラスルームに貼り付けるな
どしてオンタイムで使えるようにしている。②
職員のICT能力向上のため、小中１校ずつを指
定研究校とし、ICT端末を利用した授業改善を
テーマに研究を行った。また、初任者研修では
、夏期休業中と2学期に、それぞれ一回ずつ、I
CT端末を利用した授業改善をテーマに研修を行
った。③オンライン授業の公開は、学級閉鎖・
学年閉鎖時にオンライン授業をしている教員の
授業を参観する形で行っている。

①児童によって対応が異なるため、ひとり
一人の状態やニーズを確かめながら丁寧な
対応が求められる。②指定研究校としての
先進的な取り組みが、市内の全教職員の取
り組みとなるには、時間がかかる。教員間
のICT機器の利用状況には差があるが、十
分な研修時間がとれないため、教職員個々
の技量に頼っている実態がある。③学級閉
鎖・学年閉鎖時等の非常時に行われており
、授業公開として位置づけることができな
い。
①学校と虹の広場が連携し、児童生徒にと
って、最適な形となるように丁寧に進めて
いく。②学期に一度、学習用端末利用状況
調査を行い、利用を促進するとともに、IC
T担当者とICT支援員が情報交換を行うため
のクラスルームをグーグルワークスペース
に開設し、日頃より、学校間を超えた情報
共有、相談を行えるようにする。③学習用
端末を教具として使用するスキルを高める
ため、感染症対策マニュアルに記載し、平
時からICT端末を使った授業改善に取り組
む。

C

0090
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教員相互の授業公開は、校内の教員同士が
切磋琢磨されるためとのことだが、ICT活
用という観点から、校内の教員のみではな
く、学校同士をつなぎ、子どもたちを交流
させる教育活動を将来的に考えられたい。

指定研究校を中心に取組みを進めているが
、目標達成には至っておらず、授業の公開
についても学級閉鎖・学年閉鎖時のオンラ
イン授業を参観する以外の取組みができて
いない。取組みの改善が必要である。

C

ICTが活用されているかどうかを評価する必
要があり、指標の見直しが必要。広い意味で
の活用状況の評価に繋がらなければならない
。新型コロナウイルス感染症による学校閉鎖
は減少していくため、現在の対応では、遠隔
授業の公開はできなくなっていく。
学校間を超えた共有スペースは、実際の活用
が難しい。ネットワーク・ハードウエア・ソ
フトウェアの知識がないとICTの活用は大変
であり、教員の不安に対する支援も必要であ
る。教員が相談することのできる窓口を準備
していただきたい。
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 Ⅰ就学前の保育・教育、学校教育

02 学校教育の充実

04 ＩＣＴを活用した能力の向上

毎日の授業において、端末を使用した自主的な学びを促すことで、自ら調べ、子ども同士
で考えながら探究する習慣を身に付けます。

主体的・対話的で深い学び（アクティブラーニング）を実現し、情報活用能力を
高めます。

全授業時間数における、端末を使用した主体的・対話的な学習に取り組む授業時間数の割合

70％ 80％ 90％ 95％ 100％

30％

学校教育課　

〇

学校長のリーダーシップの下、各校ICT担
当者が中心となり、ICT端末を利用した授
業改善に取り組んでいる。小学校において
は、教科授業においてロイロノートを利用
した個別学習、一斉学習、協働学習に取り
組むなど、ICT端末を利用した主体的、対
話的な授業改善への取り組みが浸透しつつ
ある。一方、中学校においては、総合的な
学習の時間におけるICT端末の利用が多い
が、教科授業における利用が進んでいない
。

中学校の教科授業においては、高校受験に
向けて従来型の授業形態で進められており
、ICT端末等を利用した主体的・対話的な
授業形態の実現に課題がある。また、教職
員間及び学校間における利用状況の差が見
られることも課題である。その原因には、
十分な研修時間がとることが難しく、個人
技量に頼っている等が考えられる。

学校長のリーダーシップの元、各校のICT担
当が中心となって取り組みを進める。学習用
端末利用状況調査に基づいて利用の促進を進
めるとともに、グーグルワークスペース内に
クラスルームを開設し、日頃より、学校間を
超えた情報共有、相談を行えるようにする。
毎日の授業において、端末を使用した自主的
な学びを促し、自ら調べ、子ども同士で考え
ながら探究する習慣を身につけさせるため、
ロイロノートの資料箱内に共有フォルダを作
成し、学校間を超えて、教材等を利活用する
ことができるようにする。

C

0100

29



 

引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

教職員間及び学校間における利用状況の差
が見られる。特に、中学校での利用が進ん
でいない。

C

ICT端末は、理解するために有効と考えられて
いるが、最近分かってきたことは、表現の道
具だということ。お互いに説明し合ったり、
情報交流をしたり、共同的に課題解決をした
り、表現をすることに有効であり、理解には
必ずしも有効ではないといわれ始めている。
そのような点にも気を付けていただきたい。
ICTの活用は過渡期にあり、初めて取り組まれ
る教員や子どもは苦労しているが、時間が経
つと塗り替わっていくと思う。引き返すこと
のできない道のりであり、教育委員会も力を
合わせて取り組んでいただきたい。
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 Ⅰ就学前の保育・教育、学校教育

02 学校教育の充実

05 郷土の伝統や文化に関する教育

木に触れたり、森林で体験活動をしたりすることで、SDGsの視点を取り入れた自然環境の
保全に向けた教育を行います。また、奈良県の木にまつわる歴史や文化についての学習を
推進します。

木育を通して森林の減少や荒廃に関する理解を深め、自然環境の保全意識を高め
ます。また、身近な地域の歴史や文化を学びます。

木育を通した自然環境の保全や地域の歴史文化の学習に取り組む学校数

0校 3校 5校 15校 21校

０校

学校教育課　

〇

・取組み実績なし。

・次年度以降の取組み内容の検討。

・次年度以降へ向け、小学校においては木
育出前授業のモデル校を選定し、取り組み
を進める。中学校においてはカリキュラム
の作成を行う。

D

0110
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引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

令和３年度に事業を行っていない

D

特記事項なし
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 Ⅰ就学前の保育・教育、学校教育

02 学校教育の充実

06 特別支援教育の充実

子ども一人ひとりに応じた支援の方法や自立活動、環境整備に関する知識の積み上げ、個
別の教育支援計画及び指導計画の作成について、特別支援教育コーディネーターを対象に
した研修会を実施します。

特別支援教育に関する理解度を高めるため、特別支援教育コーディネーター及び
特別支援学級担任の資質向上を目指します。

研修受講者の理解度（アンケート）

100％ 100％ 100％ 100％ 100％

80%

学校教育課　

〇

特別支援教育に関する理解度を高めるため
、特別支援教育コーディネーターを対象に
研修会を実施し、特別支援の教育課程や個
別の教育支援計画及び指導計画の作成等に
ついて確認した。また、令和3年6月文科省
から出された「障害のある子どもの教育支
援の手引き」を受けて研修会を実施し、今
後の特別支援教育の進め方について必要な
内容を周知した。

特別支援学級に在籍する子どもたちに対す
る個別の支援について、一定の指導方法（
自立活動等）の理解は高まっている。しか
し、在籍児童生徒の増加に伴い、一人の教
員が複数の児童生徒をみる状況が生じてい
るところ、異学年間での授業となることや
子どものニーズにより学習内容は一人ひと
り違うことから、小集団での指導の在り方
については、不十分なところもある。

特別支援学級での小集団（異学年間での学
習も含む）学習や交流及び共同学習（特別
支援学級だけでなく様々な場面・場所での
学習）における子どもへの支援方法を確認
しながら、その部分を考慮した研修会等を
計画していく。

B

0120
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アンケートを研修直後にすると当然、理解
度が高い結果になる。できればフォローア
ップの研修やアンケートで本当に得た知識
を実際の現場で使えているかどうかという
ところまで踏み込めるとよりよいと思われ
る。

特別支援コーディネーター研修会を定期的
に開催し、特に令和3年6月文科省から出さ
れた「障害のある子どもの教育支援の手引
き」を受けて研修会で周知を図ることもで
きたため。

B

特別支援においては、現場の先生は個別・
丁寧な対応が求められている。個人の守秘
義務もあるが、多様化・複雑化が進んでお
り、特別支援教育コーディネーターが中心
となって関係者が情報共有を図り、連携す
る必要がある。
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 Ⅰ就学前の保育・教育、学校教育

02 学校教育の充実

07 いじめ・不登校に対する取組み

いじめ・不登校対策指導員、スクールカウンセラー及び心理相談員を配置し、支援体制を
強化します。また、学校に不安を抱く子どもたちが安心して登校できるようにするための
「別室登校」の充実、虹の広場の利用、ＩＣＴを使った在宅での相談など、個々の状況に
合わせた細やかなサポートを行います。

いじめ・不登校の兆候を早期に発見し、支援することで未然の防止に努めます。
また、学力の低下を防ぎ、社会との関わりを保つことで子どもたちの進路選択を
保障します。

長期欠席児童生徒のうち、別室登校をするか、虹の広場を利用した児童生徒の割合

30％ 34％ 38％ 42％ 45％

24%

学校教育課　

〇

・小中学校にいじめ・不登校対策指導員を１～５名、
心理相談員を１名ずつ配置した。指導員や相談員は、
教室に入り込み、個別に学習支援を行ったり、休み時
間に子どもたちと関わったりすることで、いじめや不
登校傾向にある児童生徒の早期発見に努めている。ま
た、その情報を担任・学年主任・管理職と共有し、ケ
ース会議等で今後の支援の方向性を確認することで、
指導員や相談員の役割を把握できるようにした。
・各学校に不登校児童生徒のための「別室」を設け、
心理相談員が個別に対応できるようにした。
・学校にも虹の広場にも行けない不登校児童生徒が社
会とのつながりを持つためのツールとして、「web虹
」に出席し、会話をしたり、興味のあることについて
詳しく話したりしながら指導員とつながることができ
た。

・心理相談員の別室での対応について、各学校
でばらつきがある。特に、中学校では、カウン
セリングを必要とする生徒が多く、カウンセラ
ーが必要であるが、小中学校には市としてのカ
ウンセラーの配置がなされていない。単なる”
相談”ではなく、方向性を持ったカウンセリン
グを行う必要のある児童生徒が多くいるため、
カウンセラーの配置は必須である。
・虹の広場に通室、あるいは「web虹」への参
加すらできずに引きこもっている児童生徒とど
のようにしてつながるかということが課題であ
る。

・心理相談員の子どもや保護者理解などに
ついてのスキルを上げるために、研修会を
学期に１回ずつ行う。
・心理相談員だけでなく、カウンセリング
を行う資格を有するカウンセラーを配置す
ることが必要である。
・ひきこもりがちな児童生徒の保護者が、
学校や虹の広場とつながることで支援の入
り口とし、そこから学校でのオンライン登
校や「web虹」に出席できるようにしてい
く。

C

0130
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引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

不登校児童生徒が虹の広場へ通室する割合
が24％であり、目標値の30％を下回った。
また、市内の不登校児童生徒数も増加傾向
にあり、これまでの取組みを見直す必要が
あるため。

C

web虹でのオンライン通室のさらなる活用
を視野に入れながら、目標に向けて引き続
き取り組んでいただきたい。また、不登校
支援に関して、ボランティア団体等を活用
することもできるのではないかと思う。そ
のような可能性も探ってみてはどうか。
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 Ⅰ就学前の保育・教育、学校教育

02 学校教育の充実

08 よりよい教育環境の整備

「学校施設整備基本計画」及び「教育施設再配置基本方針」に基づき、年次的に長寿命化
改良工事を実施します。

施設の老朽化改善、質的改善、バリアフリー、環境配慮、防災機能強化等を合わ
せて実施することにより学校施設を長寿命化し、子どもたちが安全・安心で継続
的に学校施設を利用できるように整備します。

長寿命化改良工事完了校数

0校 0校 0校 2校 1校

0校

教育総務課　

〇

真菅北小学校の長寿命化改良工事について
、令和5年度の工事着手に向けた設計業務
を行った。令和４年度に設計完了予定。

学校施設の老朽化が進んでおり、早急な改
修が必要な施設が多数ある。真菅北小学校
が最初の長寿命化改良工事となるが、子ど
もたちに安全・安心かつ快適な学習環境を
整えるためには、他校についても順次、計
画的に長寿命化改良工事又は建替えを行っ
ていかなければならない。

小学校１６校、中学校６校、夜間中学校１
校が存在している。八木中学校のほか、白
橿北・南小学校については統合に係る長寿
命化改良工事を計画しているが、それを踏
まえても、さらに多数の学校施設の整備を
行わなければならず、多額の予算が必要と
なる。計画的な整備を進めるための安定財
源の確保に向け、基金の創設についても検
討する必要がある。

C

0140
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施設においては長寿命化の工事が続いてい
くので、予算的な部分でクラウドファンデ
ィングなど外部資金の獲得により歳入確保
に取り組んでもらいたい。

各校の老朽化が進み、時間的猶予がなくな
ってきている。順次計画的に長寿命化工事
を行い、長寿命化工事ができない学校につ
いては建替えをしなければならないが、予
算面と人材の両方の課題がある。
目標を達成するためには、多額の予算が必
要となり、計画的な整備を進めるための安
定財源の確保に向けた基金の創設も検討し
ているが、両方の課題を解決して対応して
いくことができるかは不透明である。

C

まさに、これから引き続いて起こってくる大きな
問題である。教育予算は、どんどん減少しており
、教育のためのクラウドファンディングをしてい
る地方自治体まである。早期に計画を進め、市長
にもきちんと説明をして、予算を確保する必要が
ある。子どもの命が大事であり、計画的に実施す
ることができるように、できるだけ早期の計画を
期待したい。そのことを訴えていく必要がある。
また、最近は資材が高騰しており、当初の予算で
は不足することが起こっている。このままでは、
計画どおりに進められず、変更しなければならな
い可能性もあるため、早期に進めていただきたい
。
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 Ⅰ就学前の保育・教育、学校教育

02 学校教育の充実

08 よりよい教育環境の整備

地域住民や保護者に対する説明会を開催し、十分な協議を行いながら、令和３年度に橿原
市教育施設再配置実施計画（第１期）を策定します。策定後は、第１期の対象である白橿
南小学校と白橿北小学校の統合校の開校に向けて、施設の長寿命化改修を実施します。ま
た、統合校の開校・運営が円滑に行えるよう、学校・地域・PTAの代表らで構成する統合
準備委員会を設置し、諸課題への対応策を協議します。また、第２期の再編整備に向けて
、小中一貫教育の導入についても検討を進めていきます。

小規模化及び老朽化する小中学校を再編し、子どもたちにとってよりよい教育環
境を整備します。

小中学校の再編数

0件 0件 0件 1件 0件

0件

教育総務課　

〇

再編に関する住民説明会及び統合準備委員会の開催件数

3件 10件 10件 3件 3件

1件

白橿南・白橿北小学校の再編（案）の周知
や課題を把握するため、住民説明会や保護
者アンケートを実施し、再編を進めること
に一定の理解を得たため、「橿原市教育施
設再配置実施計画（第１期）」を策定した
。
また、R6年度の１年間だけ統合校として使
用する白橿南小学校の改修内容を整理する
とともに、R7年度から使用する白橿北小学
校の長寿命化改修の設計委託内容を整理し
た。

再編を進めること自体に大きな反対はなか
ったが、保護者からの意見として、通学距
離が延びることを心配する声が多かった。
特に、１年間だけ白橿南小学校へ通うR6年
度については、通学支援を望む意見があっ
た。
また、１年間だけ統合校として使用する白
橿南小学校については、人数が増えること
でトイレや空調が不足する課題も見えた。

通学路の課題については、統合準備委員会
の意見や、必要に応じて保護者アンケート
をとるなど、保護者の意見を十分に聞く機
会をつくる。
白橿南小学校の改修については、トイレの
一部を洋式化する検討を行うとともに、仮
設トイレの増設や空調を設置できるように
、R４年度に調査・検討を行う。

B

0150
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引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

保護者の意見を十分に聞く機会を設けるな
ど、課題を一つ一つクリアしていけば目標
を達成することができるものと考える。

B

登校距離に不安を持つ保護者が出てきている。
子どもが随分変わってきており、大人世代の感
覚では当たり前にできていたことができなくな
っている。小学校１年生にとって、２ｋｍは必
ずしも大丈夫な距離ではない。タブレット等、
ランドセルは想像以上に重くなっている。子ど
もたちの状況が変わってきていることを丁寧に
受け止め、対応していただきたい。教科書を学
校に置いておくなどの対応を考える必要がある
。また、全てを通学バスで対応することは難し
いが、小学校１年生だけでも送迎可能にするな
ど、特例的な対応は必要と考える。
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 Ⅰ就学前の保育・教育、学校教育

02 学校教育の充実

08 よりよい教育環境の整備

地域や学校からの要望や橿原市通学路交通安全プログラムによる定期的な合同点検を実施
し、通学路上の児童生徒の安全確保を図ります。

学校やＰＴＡ、教育委員会事務局、警察、道路管理者等による安全点検を行い、
危険度を共有し、登校指導や整備工事等につなげます。

安全点検により抽出した危険箇所における各学校の登下校指導回数

1回 ６回 ６回 ６回 ６回

1回

学校教育課　

〇

地域や学校からの要望、橿原市通学路交通
安全プログラムに基づき、学校やＰＴＡ、
自治会、教育員会事務局、警察、道路管理
者等による合同の現地での立ち合い点検を
行い、どのような危険性があるかを確認し
て、対応策の確認をした。また、児童への
登下校時の指導面についても確認し、学校
での安全教育につなげた。グリーンベルト
化、「通学路注意」路面標示などのハード
面での整備工事につなげ、通学路上の危険
要因の除去・軽減を行った。

現地での合同点検を実施することで、より
広く情報共有ができたが、法的な制約等が
あり、整備工事につなげることができない
場合もあった。

さらなる安全対策が必要となった箇所につ
いては、ハード面だけでなく、ソフト面で
も、通学路の変更や学校での児童生徒への
登下校時の安全指導の徹底を行う。また、
警察等にマナーアップの取組みを依頼する
など、通学路安全対策を実施していく。

A

0160
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当該プログラムでの点検を実施して危険箇
所を含めて点検しているとのことだが、例
えば企業の工場では、ヒヤリハットの情報
を収集して検証していく活動を地道にして
いる。事故の未然防止という観点で、引き
続きしっかりと対応いただきたい。

令和３年度の通学路緊急点検により明らか
になった危険箇所について、登下校指導を
実施することができたため。

A

全国の事例を見ても、事故が起こった後の
対応が中心になっており、先を見ていない
ように思える。事故は、思ってもいなかっ
たところで発生するものであり、未然に防
ぐ視点も大事である。もっと危機意識をも
って対応していくための指標が必要なので
はないか。
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 Ⅰ就学前の保育・教育、学校教育

02 学校教育の充実

08 よりよい教育環境の整備

新入学児童に対しては、体験入学等の機会を利用するなど、全家庭に対して入学時に必要
な経費の一部を援助する制度を案内します。在校生については、毎年度当初に、全家庭に
対して就学支援制度を案内します。また、家庭訪問等において家庭の状況を把握し、適切
な支援が届くように就学支援制度の周知を進めていきます。

生活困窮世帯であっても必要な学習環境を整えられるように支援し、他の子ども
と同じように、不自由なく学校生活を送ることができるようにします。

経済的理由により長期欠席する児童生徒数

０人 ０人 ０人 ０人 ０人

0人

学校教育課　

〇

・在校生への就学援助制度の実施(案内文
書の全戸配布、前年度申請者や経済状況の
芳しくない家庭への家庭訪問時の勧奨)
・新入学生への就学援助制度の実施（案内
文書の郵送による全戸通知）

入学準備金受給者のうち、入学後に就学援
助制度に申請しない者がいる（入学準備金
は就学援助制度で受給できる費目の一部。
）。判定の元となる所得が異なるため、あ
えて申請しない場合もあるが、制度内容に
ついてよく理解できておらず、申請しない
場合もある。

全対象者に案内は配布しており、入学準備
金と就学援助制度の違いについては、双方
の案内で明記している。また、就学援助制
度にあえて申請しない者もいるため、入学
準備金と就学援助制度で受給できるものが
異なる点に重点をおいて、確認してもらう
必要がある。

B

0170
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引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

目標に対する実績値は達成しており、対象
者への周知・申請受付も適宜実施している
。

B

貧困家庭であることを明らかにしたくなく
、申請していない家庭もあるのではないか
。就学援助制度の活用により、経済的理由
で長期欠席をしている児童生徒はいないと
いう評価だが、福祉部門とも連携して家庭
環境の把握に努めていただきたい。
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 Ⅰ就学前の保育・教育、学校教育

02 学校教育の充実

09 安心安全な給食の提供と食育

地場産物の活用を促進し、郷土料理の提供を行います。「橿原の日」の給食等、毎月、食
育の日を設定しテーマを決めた献立を提供します。また、食育の授業や講話を通して、地
元の農産品や食物の旬等、食に関する知識を習得できるよう、学校全体で食育を推進しま
す。

学校給食を通して郷土料理や地元の農産物、旬の食材を味わう体験をすることで
、地域の食文化への興味や関心を引き出し、児童生徒の食に関する自己管理能力
の形成を図ります。

学校給食における地場産物の使用品目数

370品目 380品目 390品目 400品目 410品目

383

教育総務課　

〇

万葉集にちなんだ給食の献立（天の香久山
汁：そうめんのふしを衣に見立てる）では
、橿原市産の生姜を使用し、藤原宮跡周辺
から発掘された木簡に「薑根（はじかみの
ね）」の文字が記載されていたことや、生
姜が橿原から全国に広まっていったこと等
、郷土の歴史の学習につなげた。このよう
な食育の日の献立や、橿原市食育プログラ
ムに基づいた授業を行うほか、給食時間の
講話を通して、朝食の大切さや食材の旬、
行事食、食事のマナー等を学び、食に関す
る自己管理能力の形成を図った。

・「橿原の日」の献立では、橿原市産の食
材を可能な限り使用したが、品目が限られ
るため、地元の農業や地産地消を押し出す
には工夫が必要になる。
・新型コロナウイルス感染症の影響により
、給食時間に対面での指導が実施しにくい
状況があった。

・地元について知るため、新たな郷土料理
メニューの開発や地場産物の種類を増やす
ように取り組む。特に、橿原市にちなんだ
ものを取り入れていく。
・給食時間の指導について、一部オンライ
ンを活用した方法で実施した。今後も、状
況を見ながら効果的な方法を検討していく
。

B

0180
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引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

新たなメニューの開発や、地産地消の農産
品の種類を増やすなどの取組みを進めてい
る。給食時間の指導については、オンライ
ンの活用等の工夫をすることで、目標を達
成することができると考える。

B

給食の実施について、これだけの努力をして
いることを保護者の方に理解していただく必
要がある。子どもたちが家庭に帰ってから、
家族と給食について話をするなど、給食に対
する認識を深めてもらうことも大事である。
また、近年では、外食やファストフードで済
ませ、健康を害している現状がある。最低限
の栄養管理は自分ですべきであり、作るとい
うことも含めて、将来的な自己管理能力の形
成を図っていただきたい。作り方の動画を流
すなど、子どものときから「料理は面白い」
と教えることも良い。
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 Ⅰ就学前の保育・教育、学校教育

03 発達相談・療育の充実

01 教育・福祉・保健が一体となった発達障がい者支援施設

就学前においては、心理相談員による相談支援や発達状況を客観的に把握するための発達
検査を行い、子どもの特性を見極めることで早期に必要な支援につなげます。また、発達
段階に合わせて、幼児療育教室や児童発達支援事業所「かしの木園」で専門職員による相
談や個別・集団の療育を行います。就学後においては、指導主事を中心に子ども、保護者
又は教職員に対する相談支援や特別な支援を必要とする児童生徒に対する発達検査を行い
ます。

子どもの特性を見極め、早期に必要な分野の支援につなげることで適切な支援を
行います。また、保護者の理解を深め、子育てへの不安を解消します。

療育的ニーズに合わせた支援の保護者満足度（アンケート）

８０％ ８５％ ９０％ ９５％ ９５％

８５％

こども発達支援課　

〇 〇

・子どもの姿、地域や家庭、学校での様子
や検査結果等の情報から子どもの発達状況
を総合的に判断し、家庭での関わり方や所
属先での対応に関する助言及び支援につい
て情報提供を行った。 
・幼児療育教室では、身体を使った遊びや
小集団での遊びの機会を提供した。かしの
木園では、コミュニケーションの苦手さや
落ち着きのなさ、身体の使い方に不器用さ
がある子どもに対し、言語聴覚士や作業療
法士等による個別療育や、保育士による少
人数での集団療育を実施した。

・子どもの状態像や家庭や所属先での状況
が複雑多様化しており、様々なケースの相
談に対応するため専門性の向上が必要とな
る。
・センターの療育が、通園先での支援や子
どもの発達状況に沿った内容となるように
、療育担当者が子どもの発達や支援につい
ての理解を深めることや保護者や教職員と
十分な連絡調整を行うことが必要となる。

・速やかに適切な相談支援や療育が提供で
きるように、相談や療育に従事する職員が
、支援に関する最新の知見を知ることや保
護者や他の支援者との対話に関するスキル
アップ、関係機関との連携の充実（連携強
化）に努める。

B

0190
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引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

相談や療育は医療技術と共に進む部分もあ
り、日々の進化が必要である。技術向上の
ための外部講師の研修や職員同士の職場内
研修も活発になってきているが、満足でき
るスキルを全員が身に付けているとまでは
いえない。

B

アンケート以外に情報を得る方法はないか
。この方には話しやすいが、この方には話
しにくいということがあると思われる。話
を聞いてくれる気楽に話せるメンターと専
門アドバイザーを分ける場合がある。聞き
手を分けることで保護者の気持ちを汲み取
ることができ、満足していただけるのでは
ないか。
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 Ⅰ就学前の保育・教育、学校教育

03 発達相談・療育の充実

01 教育・福祉・保健が一体となった発達障がい者支援施設

保育所（園）、幼稚園、小中学校及び学童クラブ等への巡回支援訪問を行い、インクルー
シブ（包摂的）な視点で保育・教育について検討し、集団場面における子どもの発達状況
に応じた適切な指導と必要な支援について、教職員に助言・指導を行います。また、子ど
もとの関わり方や学習支援等について、教職員と共に考える機会を持ちます。

インクルーシブな視点による保育・教育を浸透させることで、各施設及び地域に
おける支援体制を強化します。

各施設における巡回支援訪問の有用度（アンケート）

８０％ ８５％ ９０％ ９５％ ９５％

１００％

こども発達支援課　

〇 〇

・巡回支援訪問では参観を行った後に、担
当保育士や教職員、特別支援教育コーディ
ネーターや管理職などとカンファレンスを
実施している。子どもやクラスの様子だけ
ではなく、環境を実際に見てから行うカン
ファレンスでは、子どもとの関わり方や学
習支援、環境等に対して、共に検討し助言
を行っている。

・巡回支援訪問を行うことで、保育士や教
職員のスキルアップを目指しているが、保
育士や教職員は、支援を要する子ども及び
保護者に対して行う支援に「日頃の支援が
子どもの姿に合致しているのか」といった
不安や戸惑いを自分の課題としてとらえて
いる。これは成果でもあるが、解決策を共
に考えていき必要がある。

・保育士や教職員の子どもの評価を紙面に
整理したり、相談までの経過を整理するこ
とで園や校内での課題を焦点化し、必要な
支援に繋げる。
・カンファレンスにおいては、インクルー
シブな視点からの助言や最新情報の紹介な
どを継続的に行い、保育士や教職員の気づ
きに繋げ、スキルアップを図る。

A

0200
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引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

巡回支援訪問には熟練した技術が必要とな
る。地域の先生方のスキルアップを図るま
でにはまだ多くの時間を要するが、一定の
効果は出ている。

A

不安や戸惑いを感じていることが分かった
ことは、問題意識を持って考える機会を引
き出したものであり、それに気付いた人は
前向きに取り組んでいくことができる。マ
イナスにとらえる必要はなく、そのことに
気付いたこと自体を評価して良い。
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 Ⅰ就学前の保育・教育、学校教育

03 発達相談・療育の充実

01 教育・福祉・保健が一体となった発達障がい者支援施設

教職員や保護者等に対し、発達障がい等に関連した研修や普及・啓発活動を行います。奈
良県立医科大学附属病院と連携し、教職員や保護者等を対象に医療的な知見からみた相談
を行います。また、発達障がいの理解促進のため、一般市民向けの講演会も開催します。

支援者の発達障がい等に関する理解を高め、支援技術の向上を図ります。

教職員等の発達障がい等についての理解度（アンケート）

１００％ １００％ １００％ １００％ １００％

１００％

こども発達支援課　

〇 〇

・教職員向け講座（夏の学びカフェ）では、
実験教室、プログラミング、ICT活用、保護者
支援、授業研究（小学校特別支援学級・中学
校通常級英語）、気になる「ことば」と「う
ごき」、教職員向け研修会では『子どもの自
律性をはぐくむために～子どものニーズを探
るためのチェックリストの見方～』と題して
、教員ができるアセスメントについての講演
を実施した。
・保護者や教職員などの支援者を対象に、小
児科・精神科の医師、看護学科教授による相
談を実施し、医学的な知見を併せた助言を行
うことで支援技術の向上を目指した。

・教職員向け研修は予想を上回る参加者が
あり好評であったが、対面式での実施にあ
たって感染予防の工夫に難渋した。
・医師等の相談は時期によって相談予約件
数にばらつきがあり、利用しやすい設定が
必要である。

・センター主催の研修会（教職員向け、一
般市民向け）は、双方向のやり取りを大切
にするため対面式での研修を工夫して行う
。
・医師等の相談は、相談件数が多い時期と
少ない時期を精査し、利用者のニーズに合
った相談日程を組んでいく。

B

0210
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アンケートを研修直後にすると当然、理解
度が高い結果になる。できればフォローア
ップの研修やアンケートで本当に得た知識
を実際の現場で使えているかどうかという
ところまで踏み込めるとよりよいと思われ
る。

目標値を達成しており、成果は出ている。
対面形式での安定した研修の充実や、医師
等の相談を広く利用することができるよう
に、さらに体制を整えていくことが必要で
ある。

B

子どもの評価をするためのチェックリスト
を公開し、活用しやすい環境を考えられて
はどうか。
夏の学びカフェについて、研修は固いイメ
ージで参加しにくいこともあるので、良い
アイデアだと思う。気軽に参加できるよう
に、取り組みを続けられると良い。
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 Ⅰ就学前の保育・教育、学校教育

03 発達相談・療育の充実

02 ライフステージに合わせた切れ目のない支援

子どもの成長過程により、必要とされる支援も変化します。療育に重点を置き、各成長段
階に適した支援者が、ライフステージ移行の時期に行う相談や会議等に関わり、協働した
きめ細かな療育支援を行うことで、一人ひとりの成長に合わせた適切な支援に移行するこ
とができます。

ライフステージ移行の安定は、就学前からの早期療育が土台です。ライフステー
ジの移行に合わせ、各専門職による個々の特性が理解された支援を継続します。

成長段階に合わせた支援の保護者満足度（アンケート）

８０％ ８５％ ９０％ ９５％ ９５％

８２％

こども発達支援課　

〇 〇

・就園又は就学先の職員とセンターの職員
が一緒に子どもの様子や療育を観察し、特
性や心身の状態の情報交換を行い、子ども
が次の地域生活の場で難渋しないようにす
る支援に取り組んだ。

・センターの職員が関係機関との連絡・調
整に対応する時間、会議等の実施枠の確保
が必要になることや、就園又は就学先の職
員と子どもの特性や支援方法に共通理解を
得ることの難しさがある。

・連携の時間は、定例的な年間予定と適時
の取組みなど方法を増やすことで調整し、
時間を捻出しやすくする。普段から直接的
又は、保護者を通しての情報交換の連携を
密に行うことや、研修を通して職員間の共
通理解を高める。

B

0220
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引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

目標値を達成しており、成果は出ている。
ライフステージ移行に係る情報連携につい
て、工夫しながら少しずつ進めているが、
年間を通しての定例的な連携の機会の設定
について検討が必要である。

B

実際の現場を見て環境を共に考え、指導す
る必要があるが、オンラインにより連絡を
密にすることも一つの方法と思われる。就
学就園先の先生方との共通理解を持つ連携
が難しい理由には、保護者との接触時間に
差があり、評価にズレが生じることがあり
、密に連携していただきたい。
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 Ⅰ就学前の保育・教育、学校教育

04 人権教育の推進

01 各学校・園における人権教育

より丁寧な人権教育の推進を図るための人的支援として、それぞれの学校事情を鑑みて市
内小中学校に児童生徒支援教員を配置します。児童生徒支援教員を対象に、研修会を毎月
１回を目安に実施し、様々な人権課題に対する知識と児童生徒理解の力を深めます。

児童生徒支援教員の技量を高める等、人権教育の充実を図ることで、子どもたち
の規範意識を高め、いじめのないなかま集団づくりを進めます。

全国学力学習状況調査のⅠ「いじめはどんな理由があってもいけないことだと思いますか。」の質問項目
に対する「はい」の回答割合

96.9%(小)/96.3%(中) 97.1%(小)/96.5%(中) 97.3%(小)/96.7%(中) 97.5%(小)/96.9%(中) 97.7%(小)/97.1%(中)

96.9%(小)/96.3%(中)

人権・地域教育課　

〇

全国学力学習状況調査のⅡ「学校に行くのは楽しいと思いますか。」の質問項目に対する「はい」の回答
割合

81.8%(小)/76.1%(中) 82.3%(小)/77.1%(中) 82.8%(小)/78.1%(中) 83.3%(小)/79.1%(中) 83.8%(小)/80.1%(中)

81.8%(小)/76.1%(中)

・児童生徒支援教員を９名配置。
・年間１３回の研修を計画、１２回実施。
（１回は新型コロナウイルス感染拡大によ
り中止）学習時間や子どもたち同士のトラ
ブルの場等様々な場面での対応力の向上を
図っている。規範意識の向上やなかまづく
りの推進、自尊感情の向上など、様々な人
権教育の視点を持ち子どもたちへの支援を
行っている。

市内小学校１６校中学校６校に対して、児
童生徒支援教員が９名しかおらず、必要数
に対して人員が不足している。

令和２年度と同じ人数（９名）の児童生徒
支援教員を確保することができたが、各学
校からの配置要求に対して十分に応えるこ
とができていない。人員増を図りたい。

B

0230
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引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

コロナの影響で中止になった研修会もあっ
たが、児童生徒支援教員研修会を１２回実
施することができ、資質向上につなげるこ
とができた。

B

子どもを取りまく課題は、それぞれ異なっ
ている。学力学習状況調査で学校全体から
見るのは広すぎるのではないか。児童生徒
支援教員を配置した学校とそうではない学
校を比較する等、児童生徒支援教員の配置
によって、どのような効果があったのかを
見る必要がある。
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 Ⅰ就学前の保育・教育、学校教育

04 人権教育の推進

01 各学校・園における人権教育

学校・園の教職員に対し、人権課題の多様化を踏まえた研修を計画的に実施することで人
権意識の向上と知識の深化を図ります。また、学校・園の人権課題にきめ細やかに対応す
るため、学校・園の要請の依頼があれば随時授業観察と指導助言を行い、課題解決に取り
組みます。

要請訪問を充実させることで学校・園の取組みの充実を目指します。

要請訪問の実施回数

5回 ６回 ７回 ８回 ９回

13回

人権・地域教育課　

〇

・年間５回、教職員に対して様々な人権課
題についての研修会を開催した。
・授業や保育の観察をし、それを受けて指
導助言を行う要請訪問を合計１３回行った
。要請訪問は研究指定事業５回、学力向上
研究協議会事業１回など当課主催事業及び
、各学校長からの要請訪問７回の依頼が適
宜あった。

・年間５回行った研修会の振り返りシート
を集約すると、各回ともに８０％以上の満
足度を得ることができた。しかし、その中
で２回講師を担当いただいた当課の社会教
育指導員がご退職されたため、今後の講師
選定に影響がでる。
・要請訪問を行うに当たり、新型コロナウ
イルス感染症の影響を受けている。

・今後様々な方法で、教職員保育士の人権
感覚と人権意識の向上に資する講師の選定
を進める。同時に、課内で充実した研修を
行うことのできる講師の人材育成にも取り
組む。
・要請訪問については、前年度の０回に比
較して急激な回復があったが、新型コロナ
ウイルス感染症の影響は残っている。感染
症対策をしながら、引き続き学校・園の課
題解決に取り組んでいく。

B

0240

57



 

引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

教職員及び保育士を対象にした研修会を５
回行ったほか、各校園所を訪問しての職員
研修や授業の公開を行い、指導助言等をし
た。教職員及び保育士の人権意識の向上や
知識の深化につなげることができたと考え
る。

B

研修内容について、現場のニーズを反映し
たものにしていく工夫が必要。研修後のア
ンケート調査等からも、どのような研修が
必要とされているのかを読み取ることがで
きるのではないか。そうすることで、研修
がより充実していく。
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 Ⅰ就学前の保育・教育、学校教育

04 人権教育の推進

02 地域社会とともに目指す人権教育

社会教育関係団体人権教育リーダー研修会を中心に、各種研修会を開催し、地域の人権教
育リーダーを育成します。

多様な学びの場を提供し、人権教育の機会を充実させることで地域の人権意識を
啓発し、講師団講師を中心とした人権教育リーダーが学校や地域の様々な場で活
躍することを目指します。

社会教育関係団体人権教育リーダー研修会参加者の理解度（アンケート）

６５％ ７０％ ７５％ ８０％ ８５％

69％

人権・地域教育課　

〇

・令和３年３月に橿原市部落差別の解消の
推進条例が制定され、地域における人権教
育のリーダーに部落問題に深い見識を持っ
ていただく必要性がこれまで以上に高まっ
た。
・部落問題をテーマに、奥本武裕氏を招い
て、「部落史の見直し」と部落差別の現状
との演題で研修会を開催した。
・講師団講師研修会を６月に計画をしたが
コロナの影響で中止。

・橿原市部落差別の解消の推進条例が制定
された中で、部落問題をテーマにした研修
会を実施したことが良かったとの感想は１
００％であったが、その内容を今後に活用
できそうかの項目になると６９％に下がっ
ている。研修内容を具体化していくことに
課題がある。
・人権課題は多様化しており、条例の趣旨
を踏まえつつも、部落問題に限らず、様々
な研修に取り組む必要がある。

・部落問題についての取り組みは進める必
要があり、他の人権課題と並行して対応し
ていくことが必要。
・『部落史の見直し』は、具現化すること
に難しさがあり、研修の継続が必要である
。

B

0250
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アンケートを研修直後にすると当然、理解
度が高い結果になる。できればフォローア
ップの研修やアンケートで本当に得た知識
を実際の現場で使えているかどうかという
ところまで踏み込めるとよりよいと思われ
る。

実績値は目標値を上回っている。研修の内
容を活用していくことには課題があるが、
一定の成果は得られている。

B

研修会後のアンケートについては工夫が必
要。学んだことが今後の活動の役立つもの
であったかどうか、学んだことを今後どの
ように活かしていくか等の質問項目を加え
てはどうか。どのように活かすかを考える
ことは、人権意識の向上にもつながってい
く。
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 Ⅰ就学前の保育・教育、学校教育

04 人権教育の推進

02 地域社会とともに目指す人権教育

橿原市人権教育研究会や橿原市人権教育推進協議会に補助金を出し補助すること等により
、フィールドワーク等の研修会を充実させ、教職員・保育士や地域の方への地域学習の学
びの場を提供します。

教職員・保育士や地域人材の育成を図ることで、子どもたちがより深く地域の歴
史や文化を学ぶことを目指します。

フィールドワークや街づくりに関する研修会等への参加人数

１００人 ２００人 ３００人 ３５０人 ４００人

120人

人権・地域教育課　

〇

・橿原市人権教育研究会は、人数制限を設けな
がら可能な範囲で、フィールドワークを含む各
種研修会を実施した。（会員研修第１回４０名
・第２回中止・第３回４０名・第４回中止・新
会員研修第１回４１名第２回４２名）これ以外
にも、レポート研修会・実践交流会・推進委員
研修会・就学前教育研修会・各種専門委員会で
研修を深める等数多くの研修会を実施した。
・橿原市人権教育推進協議会は、４つの校区で
地区別懇談会もしくはフィールドワークを行う
ことができ、徐々にではあるが、コロナ禍でス
トップしていた啓発活動ができるようになって
きた。

・新会員研修は市内で人権課題を残す２つの
地区について講義とフィールドワークで学ぶ
。橿原市に新着任した教職員保育士は必ず両
方を受講することになっているが、令和２年
度は中止、本年度も人数制限を設けたため、
受講できていない方がいる。
・感染症対策を施しながら、啓発活動が徐々
に再開の方向に向かってはいる。研修の形態
として、ゴードン＝オルポートが提唱する接
触仮設の考え方などからフィールドワークの
必要性は高まっており、感染症対策の面でも
推奨したいが、天候に左右される面がある。

・橿原市で人権教育を推進するうえで、２
つの地区についての見識を深めることは必
要不可欠であると考える。人数制限があっ
た中でも、本年度新会員研修を実施できた
ことは一定の成果であった。未受講の方へ
の対策等、可能な範囲での積み重ねを大切
にしていく。
・雨天時に、講演会場を準備するのか、順
延するのかについて、単に中止するのでは
なく、異なる方法で実施できるようにアド
バイスしていく。

B

0260
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引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

教職員及び保育所を対象にした研修会につ
いては予定の内容・回数を実施することが
できたが、地域住民を対象にした研修会に
ついては感染症の影響により中止した地域
が多かった。実績値は目標値を上回り、学
びの場を提供することの目的は一定程度果
たすことができたが、感染症の影響による
人数制限や中止をせざるを得ない場合もあ
った。

B

参加人数だけではなく、その効果を図るた
めアンケート等の工夫が必要。参加者が、
学んだことをどのように活かしていくのか
が大切。また、幅広い年齢層を取り込んで
いく必要がある。フィールドワークは、良
い取組みである。
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 Ⅱ生涯学習・社会教育

01 生涯学習・社会教育の推進

01 次世代を担う子どもたちに必要な「生きる力」の育成

青少年の非行などを未然に防止するため、関係機関や団体等と連携をとりながら、登下校
や祭礼時の巡回・巡視活動、有害環境の浄化活動に取り組みます。また、青少年の被害を
防止するための広報啓発活動を行います。

家庭・学校・地域が一体となり、青少年の安全確保と健全育成のための環境を整
備します。

巡回・巡視回数（下校時、朝・夜巡回、のべ回数）

200回 200回 200回 200回 200回

286回

人権・地域教育課　

〇

街頭指導活動として巡回指導を204回、朝
・夜巡回指導を各41回実施した。また、青
少年指導委員（227名）の協力のもと、校
区ごとに巡回指導をのべ44回実施した。有
害環境浄化活動は、関係機関の協力のもと
、市内6店舗で実施し、陳列の改善指導な
どを行った。

コロナ禍により、新しい生活様式が定着す
る中、青少年がインターネット等を通じて
トラブルや犯罪に巻き込まれる危険の増加
が懸念される。今後、非行防止だけでなく
、犯罪に巻き込まれないための啓発活動に
取り組んでいく必要がある。街頭指導重点
の活動から、時代に合わせた方法に切り替
えていかなければならない。

従来の街頭指導活動の合理化を図り、当活
動に要する労働時間を削減することで、他
の業務を充実できるよう改善した。また、
事務の効率化を図るため、青少年センター
の執務場所を人権・地域教育課内に変更し
た。

C

0270

63



 

引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

目標値以上の回数を実施することができた
。街頭指導は、抑止効果の面から継続すべ
きであると考えるが、実際に声掛け等をし
た事案はほとんどなく、場所や回数の検討
が必要である。また、近年、青少年の生活
様式は大きく変化し、インターネット等を
通じてのトラブルや犯罪に巻き込まれない
ための啓発がより重要になってきており、
社会状況に応じて事業展開を改善する必要
がある。

C

「大人が見守っている」という姿勢を子ど
もたちに見せることは、犯罪防止上の意義
がある。これは、SNSにおいても同様であ
り、大人が見守っているということを発信
していくことが大切。従来型の巡回、巡視
活動だけでは青少年の非行や犯罪被害を防
止することは難しくなっており、常に目を
向ける仕組みが必要。行政に関わる人が普
段から気に掛けるようにしたり、インター
ネットの利用にも関わっていったりするな
ど、踏み込んだ対応が必要になっている。
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 Ⅱ生涯学習・社会教育

01 生涯学習・社会教育の推進

01 次世代を担う子どもたちに必要な「生きる力」の育成

青少年とその保護者が抱える悩みに対する相談活動を実施し、助言、指導を行うとともに
、関係機関と連携することにより、問題解決を図ります。

家庭内だけで抱え込まず、相談することのできる場を整えることで、問題の解決
につなげます。

相談終了者の割合

70％ 70％ 70％ 80％ 80％

25%

人権・地域教育課　

〇

相談業務は平日の9時から16時まで実施し
ていたが、年間の相談件数は4件にとどま
った。聞き取りを丁寧に行うため、面談、
電話での相談のみとしていたが、より利用
いただきやすいよう、メールでの相談も開
始した。事業の周知は小・中学校を通じて
児童生徒、保護者に対し、チラシで案内を
行っている。

多くの相談内容が、青少年センターだけで
解決できるものでなく、他機関、関係部署
との連携が不可欠である。また、相談件数
が減少傾向にあり、平成30年度21件の相談
が、令和元年度8件、令和2年度10件、令和
3年度4件であった。

相談窓口の機能を充実させるため、庁内の
他部署との協議を始めている。他部署との
連携により、対応が可能な相談内容を増や
し、状況によっては、他機関への接続をス
ムーズに行える体制を構築していく。

D

0280
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引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

実績値は目標値を大幅に下回っている。青
少年センターだけでは解決できない相談内
容も多く、目標を達成するには、庁内の他
部署と協議して相談窓口の機能の充実を図
り、相談内容を解決することのできる体制
を整えていくことが必要である。

D

相談内容や解決方法の事例を示す等、分か
りやすくPRし、相談者が利用しやすくなる
ような周知が必要。貧困であることを自分
で認めたくないというようなアンケート結
果もあり、自分のことを表に出したくない
というケースも多い。無記名での相談や、
秘匿性を担保する必要もある。課題に対応
できるように、今後の方向性を定めて努力
していただきたい。
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 Ⅱ生涯学習・社会教育

01 生涯学習・社会教育の推進

01 次世代を担う子どもたちに必要な「生きる力」の育成

地域社会における青少年の健全育成を推進するため、地域の青少年育成団体の活動を支援
するとともに、地区公民館を活用して大人との交流事業を実施します。青少年が地域内の
様々な人と触れ合い、交流することを通じて人と人との繋がりを強化し、様々な体験・学
習をすることのできる居場所づくりを進めます。

様々な交流や体験を通し、社会の一員であることの自覚を醸成することで青少年
の健全育成と社会参加への意識を培います。

生涯学習、社会教育事業への参加者数（子どもの延べ参加者数）

1,000人 1,500人 3,000人 3,500人 4,000人

792人

人権・地域教育課　

〇

子どもの「安心・安全」な居場所づくりと
地域の大人との「体験・交流」の機会を提
供するため、全11地区で地域こども教室の
取り組みを行っている。体験学習だけでな
く、多世代間交流や地域の伝統芸能継承の
場にもなっている。令和3年度は感染対策
が可能な事業のみの実施となり、4地区で
のべ34回、参加はのべ792人（子供）であ
った。

地域こども教室の運営は、各地区4名の生
涯学習推進委員が主となり取り組んでいる
。地域全体で、子供たちを育んでいく環境
を作るためには、推進委員だけでなく、他
の地域の方々の協力も必要である。地域で
の人材の発掘、育成が課題である。また、
新型コロナウイルス感染症への対応に苦慮
し、活動の中止・規模の縮小を余儀なくさ
れている。

生涯学習推進委員の活動を支援するため、
地域の方も対象に研修会を開催する。イベ
ントの企画、運営に際し、参考となるよう
な実践的な研修を実施する。新型コロナウ
イルス感染症対策をしながら安全な実施が
できるように、地区と相談していく。

B

0290
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引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

新型コロナウイルス感染症の影響により規
模を縮小した事業もあり、目標数値には届
かなかったが、地域の方々が感染症対策を
講じた上で試行錯誤を重ね、人と人とのつ
ながりを構築した子どもの環境づくりに励
んでおり、現在の取り組みを継続すること
で目標達成ができると判断している。

B

地域の人と子どもが互いの顔を知ることがポイ
ントの一つであり、安全にもつながる。子ども
は、地域では学校とは違う顔を見せる。子ども
が地域の一員となり、地域の人が地域の子ども
と捉えることが、地域の教育力の向上につなが
る。
関係者の高齢化・後継者不足は、どこの地域で
も積年の課題となっており、若手の人材確保が
必要。子どものニーズを把握し、デジタル・ネ
ットも活用して自由に集まり、繋がることので
きる場を作る等、他でしてないことを大胆にし
ていかないと、若手は入ってこない。
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 Ⅱ生涯学習・社会教育

01 生涯学習・社会教育の推進

02 市民の「学ぶ意欲」の支援

中央公民館、地区公民館等において、市民が自主的に学びたいことを学ぶことができる「
地域学級」や「市民公開講座」を実施します。そして、学んだことを地域で活かすことが
できるように、受講者等から「生涯学習推進委員」を養成し、その活動を支援します。

市民が楽しみながら学び、その学んだことを地域に還元することで交流を活性化
し、地域で生き生きと暮らすことのできる社会を目指します。

生涯学習推進委員の活動人数（延べ人数）

350人 350人 400人 420人 440人

133人

人権・地域教育課　

〇

地域学級は、地域住民が自身の地域に関心
を持ち、地域の課題解決を目指すことを目
的に、市内11地区のうち、7地区で取り組
みを行っている。地域のつながりが希薄化
する中、ボランティア活動やレクリエーシ
ョン活動などを通じ、地域の教育力の再生
、向上に一定の成果があると考える。令和
3年度は感染対策が可能な事業のみの実施
となり、4地区でのべ47回、参加は551人で
あった。

各地区4名の生涯学習推進委員が主となり
取り組んでいる。地域の教育力の向上のた
めには、推進委員だけでなく、地域全体の
取り組みとして、他の方々の参画も必要で
あり、地域での人材の発掘、育成が課題で
ある。また、新型コロナウイルス感染症へ
の対応に苦慮し、活動の中止・規模の縮小
を余儀なくされている。

生涯学習推進委員だけに頼るのではなく、
幅広く地域の人材を発掘するため、地域の
方々も対象とした研修会を実施する。イベ
ントの企画、運営に際し、参考となるよう
な実践的な研修を実施する。

B

0300
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引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

新型コロナウイルス感染症の影響により規
模を縮小した事業もあり、目標数値には届
かなかったが、生涯学習委員を中心に感染
症対策を講じた上で試行錯誤を重ね、地域
の教育力向上を図っており、現在の取り組
みを継続することで目標達成ができると判
断している。

B

生涯学習推進委員の研修が重要。どういう
課題があり、どうすれば良いかを集まって
研修する等、研修システムをきっちりする
と活性化する。また、情報交換ができる仕
組みを作り、情報共有を図ることで、より
充実する。高齢者だからできないと思わず
、WEBを活用した仕組みも検討していただ
きたい。
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 Ⅱ生涯学習・社会教育

01 生涯学習・社会教育の推進

02 市民の「学ぶ意欲」の支援

高齢者向けには教養、生活文化に健康を加えた講座を、若い世代向けには趣味や教養に関
する講座を開催します。また、国際理解を深めるため、外国語教室や異文化に触れる歴史
文化講座等を開催します。

市民が気軽に参加できる学習機会の場を設けることで、学習意欲やグローバル時
代への対応力の向上を目指します。

受講者の満足度（アンケート）

80% 85% 90% 95% 95%

92％

中央公民館　

〇

全30教室を延べ166回開催し、延べ1859名が参加
した。各教室の定員に対する充足率の平均は、約
90.2％であった。
高齢者等に対しては、睡眠や腸、脳の免疫等の講
座を開催し、健康維持への情報を提供した。若者
に対しては、絵画や将棋等の教室を開催した。国
際理解のため、英会話教室や異文化に触れるため
の海外の歴史講座を行った。
講座の充実のためにアンケートを実施し、４段階
評価により良い評価があった割合を満足度として
集計した。不人気の教室は廃止し、講座の入替え
を行う。また、市民が気軽に参加できるように、
回数を減らした講座を新たに開催した。

健康については、講座だけでなく運動の要
望があった。
習得に練習が必要であり、実施回数が多い
教室については比較的応募が少ない傾向が
ある。
募集定員に満たない教室・講座は、教室・
講座の内容や名称、周知方法について検討
が必要と考える。

健康情報の提供について、運動を取り入れ
る。
参加者募集のため、大和八木駅前のナビプ
ラザLEDビジョンに掲載して周知を行う。
また、教室等の名称を市民の興味を引きや
すいように考え、参加者の拡大につなげる
。

B

0310
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少人数でも興味を持たれた方への講座を考
えてもらいたい。特に、物理・科学・数学
など理数・理工系について親御さんに興味
を持ってもらい、子どもにその効果が及ぶ
よう講座を推進してもらいたい。また、引
き続き、幅広い年齢層を対象としたさまざ
まな講座の開催をお願いしたい。

実績値は目標値を上回ったが、一部の教室
においては定員に満たなかった。

B

受身での学習だけでなく、それを活かして、自分たち
で学んでいくような取組みが必要。また、間口を広げ
る一方で、意欲のある方が深く学ぶことのできる講座
もあると良い。入口としての講座から、自主学習・深
い学びにつなげる工夫が必要。大人でも、表彰や資格
等、成果が得られることは嬉しい。ステップアップを
促す方法も有効。対面講座だけでなく、オンデマンド
配信すると、自由な時間に見ることが可能。
学習意欲があり、繰り返し参加するような方は固定化
・限定化される。一人で受講して帰るのではなく、グ
ループワーク等、参加者同士がコミュニケーションを
とれるようにしてネットワークができることは、高齢
化社会において需要があり、効果が見込める。
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 Ⅱ生涯学習・社会教育

01 生涯学習・社会教育の推進

02 市民の「学ぶ意欲」の支援

公民館を拠点に活動する生涯学習活動団体（サークル）の活動を支援します。その一環と
して美術展覧会を開催し、活動成果の発表の場を設けることで意欲の向上を図るとともに
、新たな参加者の募集に繋げます。

市民の生涯学習・文化芸術活動を盛り立てます。

美術展覧会での出品作品数

175点 200点 220点 240点 250点

0点

中央公民館　

〇

92のサークルが団体登録し、公民館を拠点
に活動している。これらの団体（橿原市中
央公民館利用団体協議会）が主催する「橿
原市中央公民館フェスタ」を実施した。30
団体の参加があり、作品の展示や日頃の練
習成果を発表した。
利用団体の情報を取りまとめ、会員募集等
をHPや、リーフレットにて発信し市民から
の問い合わせ対応や団体との取次を実施。
また、団体については貸室の先行予約を可
能として、活動しやすい体制づくりに協力
している。

美術展覧会の会場である万葉ホールがワク
チン接種会場となっていたことやパネル等
をワクチン接種のために貸し出していたこ
とにより、美術展覧会を開催することがで
きなかった。

美術展覧会について、新たな会場を考えて
開催する。
会場の制限（広さ・パネル等）について、
展示方法を考えて対応する。

C

0320
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引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

かしはら万葉ホールがワクチン接種会場と
なっており、美術展覧会を開催できなかっ
たが、橿原市中央公民館利用者団体協議会
の主催による橿原市中央公民館フェスタの
開催を支援した。

C

美術展覧会について、審査は実物を見て行
うとしても、公開についてはオンラインで
行うことができる。コロナ禍のようなこと
があっても実施することのできる工夫を考
える必要がある。市民が主体的に活動でき
るように仕向けるのは行政の仕事であり、
橿原市中央公民館フェスタ等、自主活動の
支援をしていただきたい。
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 Ⅱ生涯学習・社会教育

01 生涯学習・社会教育の推進

03 学校・家庭・地域の連携強化と、社会全体の教育力の向上

地域住民による学校・園の支援活動を通じて、学校と地域の連携の下で子どもたちの健や
かな育みを支えることのできる環境を整備します。

学校・家庭・地域が相互に連携し、協力し合うことにより、地域ぐるみで子ども
たちを育みます。

地域住民による学校・園の支援活動への延べ参加者数

500人 500人 550人 550人 600人

359人

人権・地域教育課　

〇

地域と共にある学校づくりを推進するため、
学校、家庭、地域が協働して学校教育活動の
支援を行うものとして、地域パートナーシッ
プ事業を行っている。大きく3つの事業がある
。
①地域学校協働活動：登下校時の見守り、清
掃、部活動の支援など
16小学校、6中学校で実施
②放課後こども教室：放課後の空き教室を活
用し、様々な学習、居場所づくりなど
5小学校、3中学校で実施
③地域未来塾：経済的、家庭的な理由に伴う
学習支援　1小学校、4中学校で実施

地域学校協働活動は、地域住民にも参画を
いただいている。人材確保は既存の地域ボ
ランティアによる紹介や退職職員に参加を
お願いするなどしている。人材の高齢化も
あり、今後さらに状況は厳しくなることが
予想される。

地域の実情や、参画いただける人員等を勘
案し、取り組むべきメニューの重要性、必
要性を判断しながら、事業の取捨選択を行
っていく。

C

0330
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引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

地域住民の参画が必要となるが、人材確保
が難しい。高齢化等により、今後さらに厳
しくなることが予想される。特に、学校と
ボランティアの間をつなぐコーディネータ
ーが必要であり、目標を達成するためには
、若い世代の人材を確保できるように、大
幅な改善をしなければならない。

C

地域の人を学校に巻き込むことが、最近の
地域と学校の課題になっている。コーディ
ネーターの育成研修や、情報交換をするこ
とが有効。そのような場が、地域ボランテ
ィアなど新たな人材を見つける場にもなる
。卒業生が地域学校協働活動への参画やテ
ィーチアシスタントをしている自治体もあ
る。そのことが、参加者にとっての居場所
にもなる。
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 Ⅱ生涯学習・社会教育

01 生涯学習・社会教育の推進

03 学校・家庭・地域の連携強化と、社会全体の教育力の向上

家庭教育に関する講座や研修を実施し、家庭での教育力を高めます｡また、保護者同士の
交流を通じ、子育て問題などで孤立する家庭がないように働きかけます。

孤立を防ぎ、悩みを共有することで不安の解消につなげ、家庭教育力を高めます
。

保護者同士の交流人数（延べ人数）

80人 100人 110人 120人 130人

51人

人権・地域教育課　

〇

家庭教育推進団体の協力のもと、幼稚園児
とその保護者などを対象に、身体や物を使
った遊び、保護者同士の交流会、講座を開
催した。のべ61回開催、保護者571人、こ
ども1,262人が参加。
また、子育て世代の保護者を対象とした講
演会を開催。絵本を通じて親子のふれあい
について一緒に考える内容。感染対策のた
め人数制限を行い51名の参加。

家庭教育力の向上には男性の参加促進を図
る必要がある。
核家族化や地域のつながりが希薄化する中
、子育てに悩む保護者同士が交流できる場
の重要性が高まっている。

男性が参加しやすい講座やメニューの検討
。保護者同士の交流の場の拡充。

B

0340

77



 

男性の方の育児への参加というのを積極的
にテーマにして、引き続き取り組みをお願
いしたい。

新型コロナウイルス感染症の影響により一
部事業が実施できず、実績値は目標値を下
回っているが、家庭教育に関する講座や研
修を通じて、子育て世帯の悩みの解決に寄
与している。人数制限をしなかった場合は
目標値を上回る見込みであり、現在の取組
みを行うことで、目標を達成することがで
きると判断している。

B

男性は、地域との結びつきが弱く、特に退
職後は社会的な交流がなくなりやすい。機
会を作らないと表に出てきにくいため、積
極的に男性の参画を促していただきたい。
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 Ⅱ生涯学習・社会教育

01 生涯学習・社会教育の推進

03 学校・家庭・地域の連携強化と、社会全体の教育力の向上

社会教育委員による積極的な建議・意見具申・助言を受けることで、住民や地域のニーズ
を反映した社会教育方針を作成します。

地域住民のニーズを反映した社会教育を推進します。

社会教育委員による意見具申・助言の回数

２回 ３回 ４回 ４回 ４回

２回

人権・地域教育課　

〇

14名の社会教育委員により運営している。
4月、7月、10月、1月に社会教育委員会議
を開催し（4月、1月は書面開催となった）
、社会教育方針の策定や社会教育関係各課
の事業内容、計画等について助言をいただ
いた。

社会教育委員会議をより有意義なものとす
るため、たえず変化する社会教育の課題、
ニーズを委員で共有し、活発に議論できる
運営方法が求められる。また、今後、新た
な委員の人材発掘と育成が課題となる。

社会教育の課題を認識し、そして課題解決
に導くため、社会教育委員個々が研鑽でき
る機会を設ける。また、幅広い見識、視点
の確立を目指す。

C

0350
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引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

実績値は目標値を上回っているが、社会教
育委員による積極的な建議・意見具申・助
言を受け、住民や地域のニーズを反映した
社会教育方針を作成するには至らなかった
。

C

高齢化に伴い、次世代を担う委員の発掘が
共通の課題となっている。行政と関わって
いる方を委員にしがちであり、社会教育団
体の役員が社会教育委員を務めていること
が多い。普段は行政と関わっていないが、
地域での活動をしている方を呼び込み、新
しい血を入れていく必要がある。今までの
在り方を脱していく努力が必要。また、助
言の回数よりも内容を重視し、社会教育の
方向性を市民に知っていただくことが必要
である。
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 Ⅱ生涯学習・社会教育

02 文化・芸術の推進

01 施設の維持管理

万葉ホールは文化芸術活動を行うための拠点であり、「かしはら万葉ホール個別施設計画
」に基づき、年次的に長寿命化を実施し、効果的な施設管理を図るとともに魅力ある施設
運営を実施します。

文化芸術活動を実践しようとする市民や団体等に活動の場を提供します。

ロマントピアホールの利用可能日に対する利用日の割合

0% 20% 35% 40% 40%

0％

人権・地域教育課　

〇

なし。

・ワクチン接種会場となり、すべての部屋
が利用できなかった。

・ワクチン接種終了時に、ホール等の使用
開始を呼びかけるため、市の広報やツイッ
ター、フェイスブックのほか、今まで定期
的に利用していた利用者に対して郵送をす
るなど、広く周知する。

D

0360
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ワクチン接種会場の拡大・縮小に伴う使用
状況によるが、可能な状況になれば、有効
に活用できるよう調整を図ってもらいたい
。

かしはら万葉ホールがワクチン接種会場と
なっており、文化芸術活動を行うことがで
きなかった。

D

かしはら万葉ホールが使用できない中でも
文化芸術の振興ができるような工夫が必要
。市民の集いの場所として、自然と文化芸
術に触れられるように色々な方法を考えて
いただきたい。
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 Ⅱ生涯学習・社会教育

02 文化・芸術の推進

02 文化ホール

万葉ホールにおいて、クラシックや伝統芸能などの公演や参加型イベントを実施し、子ど
もから大人まで、多くの人が芸術に触れる機会を提供します。

多様なジャンルの公演を行い、様々な芸術の鑑賞の機会を提供します。

入場可能な席数に対する入場者数の割合

0% 60% 65% 65% 65%

0%

人権・地域教育課　

〇

なし。

・ワクチン接種の終了時期が未定だったた
め、各種イベントの計画が困難だった。

・万葉ホールに拘らず、近隣の施設も利用
して、多くの人が芸術に触れる機会を増や
していく。

D

0370

83



 

・ワクチン接種会場の拡大・縮小に伴う使
用状況によるが、可能な状況になれば、有
効に活用できるよう調整を図ってもらいた
い。
・子どもたちの文化芸術に対する関心を高
める取り組みは大切である。文化庁の補助
メニューなど国の支援を活用できるようよ
く研究してもらいたい。

市の実施計画と整合をとるため目標値①を
変更した。
R4:50%→60％
R5:55%→65％
R6:60%→65％
R7:60%→65％

かしはら万葉ホールがワクチン接種会場と
なっており、文化芸術活動を行うことがで
きなかった。

D

市民が立ち寄った場所で文化芸術に触れら
れる仕掛けを工夫してはどうか。館内に作
品を展示したり、ピアノを置いて来館者が
演奏をしたり、特定の時間に音楽が流れる
ようにしたりするなど、この機会だからこ
そ、参加しやすい、垣根が低い内容を検討
していただきたい。
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 Ⅱ生涯学習・社会教育

02 文化・芸術の推進

03 こども科学館

科学の原理を楽しく体験しながら学ぶため、展示物の維持、自主イベントや実験の開催、
工作等により子どもたちの科学への興味を引き出します。

科学に興味を持ってもらえるよう、多くの方に入館してもらいます。

こども科学館入館者数

10,000人 42,000人 43,000人 43,000人 43,000人

8,993人

人権・地域教育課　

〇

・こどもたちの科学への好奇心を育てるた
め、「なに？なぜ？」を考えるきっかけ作
りをした。具体的には、ミニ工作や実験教
室のほか、特別巡回展として「錯視で生活
に潤いを」、パネル展として「おかえり！
はやぶさ２」を開催した。

・ワクチン接種会場としてかしはら万葉ホ
ールを使用したため、ワクチン接種を行っ
ていない時間帯のみの開館や団体受付も制
限し、多くの入館を断った。
・感染症対策のため、イベント等も定員の
50％しか参加できなかった。

・ワクチン接種状況を確認し、現在もかけ
ている制限を解除していく。
・感染症対策を十分に行い、定員の100％
を目指していく。
・科学実験等、毎日行うイベントの種類を
増やす等充実させることにより、利用者に
飽きさせないように取り組んでいく。

B

0380
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ワクチン接種会場の拡大・縮小に伴う使用
状況によるが、可能な状況になれば、有効
に活用できるよう調整を図ってもらいたい
。

市の実施計画と整合をとるため目標値①を
変更した。
R4:20,000人→42,000人
R5:40,000人→43,000人
R6:40,000人→43,000人
R7:40,000人→43,000人

かしはら万葉ホールがワクチン接種会場と
なっており、ワクチン接種期間中の入場制
限を行ったことから実績値は目標値を下回
っているが、取組みとしては目標値を上回
る見込みがあり、目標達成は近いと判断し
ている。

B

子どもたちが興味を持てるような取組みを
継続していただきたい。自分たちでできる
ものを増やし、参加していることを感じら
れる内容も検討してはどうか。算数が少な
いように思った。日本では、成長するにつ
れて科学館等には行かなくなる。高校生や
大人でも楽しめる内容を検討してはどうか
。教員の研修への使用や割引券の利用実績
の分析等、市外からも呼び込める科学館づ
くりをしていただきたい。
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 Ⅱ生涯学習・社会教育

02 文化・芸術の推進

04 図書館

市内転入者への図書館利用案内の配布、１歳6か月児健康診査時や小学生の図書館見学時
の図書館利用促進、SNSを活用した図書の紹介を積極的に行い、図書館の存在をアピール
します。

誰もが親しみの持てる魅力ある図書館を目指します。

新規利用登録者数（人）

1,400人 1,500人 1,600人 1,700人 1,800人

1,180人

図書館　

〇

・新規利用者獲得のために市内転入者へ図書
館利用案内を配布した（配布数3781件）。
・1歳6か月児健康診査時に赤ちゃんと保護者
へ絵本と図書館利用案内､貸出申請書、年齢
別おすすめ絵本リスト、おはなし会の案内等
を提供し、図書館の利用を促進した。
・小学生の見学時に、図書館にはあらゆるジ
ャンルの本が数多くあることを説明し、利用
登録を勧奨した。
・Twitterによる本の紹介、イベント告知、
資料展示等の情報を発信した（発信数147回
、いいね382、リツイート151）。

・新型コロナウイルス感染症の影響や万葉
ホールがワクチンの接種会場になったこと
により、臨時休館や開館時間の縮小、イベ
ントの中止等をせざるを得ず、図書館の利
用をアピールすることが難しかった。
・図書館見学を行う小学校が減少し、アピ
ールする機会が減少した。

・安心して図書館を利用してもらえるよう
に感染防止策を講じ、通常開館を維持する
。
・図書館サービスの案内や図書館の秘密な
どを新たにSNSで発信し、フォロワーを増
やす。
・図書館見学を行わない小学校にアピール
できるように市内全小学校に貸出申請書を
配布し、利用登録を勧奨する。

B

0390
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・ワクチン接種会場の拡大・縮小に伴う使
用状況によるが、可能な状況になれば、有
効に活用できるよう調整を図ってもらいた
い。
・学力学習状況調査の結果、問題の内容が
読み取れないとの課題が見えている。その
ためには読書活動は有益だと考える。図書
館に行ったことがない児童生徒や就学前の
子どもに、本に親しむ活動をこれからも続
けてもらいたい。

新型コロナウイルス感染症の影響もあり実
績値は目標値を下回ったが、図書館をPRす
るための取組みを続けており、目標達成は
可能と判断している。

B

図書館の活性化が重要。新規利用者数は人
口動態にも左右されるため、目標としては
、登録者のうち実際に何名が利用している
かが大切ではないか。色々な方法で図書館
の情報を発信していることは評価できる。
特に、Twitterは幅広い年齢層をとらえら
れるため、是非継続していただきたい。移
動図書館等、アウトリーチの可能性も検討
していただきたい。
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 Ⅱ生涯学習・社会教育

02 文化・芸術の推進

05 昆虫館

奈良県唯一の自然史系博物館として、昆虫を中心とした生物や自然、環境に関する情報を
提供します。命や自然の大切さを感じ学べる拠点施設としてイベント等を実施し、学習機
会の充実をはかります。

企画展等への来訪（集客）数増加を目指します。

企画展入館者数

40,000人 45,000人 50,000人 55,000人 60,000人

53,452人

昆虫館　

〇

こどもたちの昆虫への興味を引き出すため
、毎回趣向を凝らした企画展・特別展を開
催し、ホームページ等で周知を行った結果
、来館者数が目標を大きく上回った。

特別展示の開催及び周知はしているが、新
型コロナ感染拡大防止のため人数制限を行
う必要があり、来館者の入館を待たせるこ
とがあった。

新型コロナ感染拡大防止のため、入館につ
いては午前・午後２部制を採っていること
や、混み合うことが想定される中、整理券
を配布することや入館を待たせることにつ
いて、HPで周知を行っている。周知による
入館状況の問い合わせも多くなっており、
適切に対応できていると考える。引き続き
、周知していく。

A

0400
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興味を持てるようSNSや動画の配信でとっ
かかりを作ることは大切である。ここから
先に詳しく知るときにホームページは非常
に効果があると思われるため、しっかりと
つくり込み、充実した情報発信を望む。

目標に対する実績値が53,452人と大きく上
回り、企画展等で学べる拠点施設として、
学習の充実がはかれたと判断し、評価した
。

A

対象外
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 Ⅱ生涯学習・社会教育

03 文化財を活用した教育の推進

01 文化財を活用した学校教育の推進

歴史に憩う橿原市博物館において、対話型の解説に加えて土器等のハンズオン体験や接合
体験、新沢千塚古墳群での体感学習を通した校外学習を行います。また、学校等に出張し
て、土器等を用いた出前授業を行います。学校と連携し、積極的に情報発信をして利用を
呼び掛けることで、児童生徒が歴史を知識として知るだけではなく、実際の経験に基づく
「体験を通した主体的・対話的で深い学び」を実践できるように支援します。

児童生徒が歴史に関する体験型学習を経験できる機会を増やします。

小中学校の校外学習及び出前講座の利用件数

10件 11件 13件 15件 17件

4件

文化財保存活用課　

〇

・アクティブラーニングへの対応と学校　
教育との連携の深化を目的に、アクティブ
ラーニングに対応したワークシートとハン
ズオン体験を併用した歴史学習を導入（6
年生、3件）し、生徒の体験を活かす歴史
教育を推進した。
・環境教育や福祉教育の体験学習（4年生
、1件）で、博物館の収蔵資料や遺跡を活
用し、学校教育における博物館の活用を推
進した。

・歴史教育（6年生）以外の学校の利用が1
件にとどまり、複数の学年の授業内容への
対応が可能である旨を周知する必要がある
。

・学校からの問い合わせや、事前打ち合わ
せの際に、学校教育との連携内容も案内し
、複数の学年の授業内容にあった教育プロ
グラムの周知を進める。

B

0410

91



 

・評価としてはBとなっているが、いろい
ろな趣向を凝らしたイベント企画があると
感じる。高校等、様々なところとの連携し
た事業もあり、積極的に情報発信もしてい
ると思われる。
・興味を持てるようSNSや動画の配信でと
っかかりを作ることは大切である。ここか
ら先に詳しく知るときにホームページは非
常に効果があると思われるため、しっかり
とつくり込み、充実した情報発信を望む。

小中学校による校外学習・出前講座での利
用は新型コロナウイルス感染症拡大の影響
により件数は伸び悩んだが、瓦のカラー拓
本体験の導入など好評を得られた取り組み
もあり、今後に繋がる手応えを感じている
。また、学習機会を増やしていく試みにつ
いて学校側と相談することができており、
目標達成に近いと判断した。

B

対象外
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 Ⅱ生涯学習・社会教育

03 文化財を活用した教育の推進

02 文化財を活用した生涯学習

市民が等しく学び、楽しむことができるように、歴史に憩う橿原市博物館が保有する文化
財等の資産を活用した展覧会や啓発活動、イベント等を開催します。また、より多くの市
民が、様々な方法で橿原市の歴史や文化に対する興味を持ち、理解と愛着を深められるよ
うに、地域への講師派遣を推進します。

橿原市の歴史や文化に親しみ、学ぶことのできる機会を増やします。

博物館利用者数

10,000人 10,000人 11,000人 11,000人 11,000人

2,998人

文化財保存活用課　

〇

地域への講師派遣回数

10回 10回 12回 12回 12回

17回

・新型コロナウイルス感染症感染拡大の影
響を受け、博物館利用者数は大きく減少し
たものの、市民の、歴史への理解と愛着を
深める機会の増加を図るため、7本の動画
を作成し、延べ3,599回の視聴があった。
・講師派遣は17回と、当初の目標値を大き
く超え、橿原市の歴史や文化への学びの機
会を十分に提供した。
・新たに宿泊施設との連携事業（体験型ツ
アー）を開始した。その結果、市内・外か
ら15回、延べ43名の参加者があった。

・博物館の利用を促進するために、市民が
橿原市の歴史や文化を楽しみ学ぶことがで
きる啓発活動の実施が必要である。

・市民が参加できるイベントを増やし、市
内外のイベントへの参加も積極的に行って
いく。

B

0420
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・評価としてはBとなっているが、いろい
ろな趣向を凝らしたイベント企画があると
感じる。高校等、様々なところとの連携し
た事業もあり、積極的に情報発信もしてい
ると思われる。
・興味を持てるようSNSや動画の配信でと
っかかりを作ることは大切である。ここか
ら先に詳しく知るときにホームページは非
常に効果があると思われるため、しっかり
とつくり込み、充実した情報発信を望む。

評価指標の一つである博物館利用者数は新
型コロナウイルス感染症拡大の影響によっ
て例年より減となってしまったが、その一
方でこの社会情勢に合わせて実施した動画
配信によって博物館と市民との新たな関係
を構築することが出来たと考えている。ま
た、講師派遣や宿泊施設との連携などの取
り組みも順調であり、目標達成に近いと判
断した。

B

対象外
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 Ⅱ生涯学習・社会教育

03 文化財を活用した教育の推進

02 文化財を活用した生涯学習

市内には藤原京跡をはじめとする多くの埋蔵文化財（遺跡）が分布しており、土木建築行
為等に係る遺跡の保護に関する協議や試掘調査、工事への立会い、埋蔵文化財の諸申請等
を行います。保護が図れない場合は、発掘調査を実施し、本市の貴重な埋蔵文化財の記録
を作成します。発掘調査の記録や出土した遺物については、報告書や年報として資料化す
るとともに、奈良文化財研究所のホームページ「全国遺跡報告総覧」
に登載して広く公開を図ります。

埋蔵文化財（遺跡）の保護に努めます。また、発掘調査による出土資料を整理し
、報告書・年報にまとめることで埋蔵文化財（遺跡）に関する情報発信を行いま
す。

報告書・年報の公開件数

2件 3件 1件 2件 3件

2件

文化財保存活用課　

〇

・年間461件の埋蔵文化財関連申請の事務
手続きと現地対応を行い、遺跡の保護に努
めた。
・『令和２年度橿原市文化財調査年報』、
『橿原市埋蔵文化財調査報告第17冊 新堂
遺跡Ⅴ』を刊行・配布し、橿原市の文化財
の調査成果を広く公開した。
・上記書籍を『全国遺跡報告総覧』上でも
公開して広く情報発信を行った。

・文化財保護に対する市民の意識を、より
一層高める必要がある。

・発掘調査速報等の文化財に関する情報を
インターネットや広報を活用して発信する
ことで、市民が文化財に触れる機会を増や
し文化財保護への意識の育成を行う。

A

0430
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引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

評価指標の目標値に対する実績値を達成し
、埋蔵文化財の保護と情報発信を行うこと
が出来た。

A

対象外
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 Ⅱ生涯学習・社会教育

03 文化財を活用した教育の推進

02 文化財を活用した生涯学習

建造物や美術工芸品、古文書など、様々な文化財を橿原市指定文化財に指定し、保存に努
めます。また、発掘調査等の調査研究の成果や文化財を保存するための取組みを広報や市
のホームページ等で紹介します。

橿原市の歴史を物語る様々な文化財の価値や保存のための取組みを発信し、文化
財への理解と愛着を深めます。

ホームページの閲覧件数

200件 400件 600件 800件 1000件

103件

文化財保存活用課　

〇

・「八卦占い木簡」を新たに市指定文化財
に指定して報道発表を行い、文化財の保存
と情報発信を行った。
・広報かしはら11月号に文化財特集「藤原
京の唐三彩俑」を掲載し、市民に対して広
く文化財情報を発信した。
・企業版ふるさと納税「マイ文化財」プロ
ジェクトの実施を通じて、文化財の調査研
究、保存に取り組んだ。

・情報発信の成果として、市ホームページ
の閲覧数を増やす取り組みが必要である。
・企業版ふるさと納税「マイ文化財」プロ
ジェクトの周知を進めるとともに、これま
での実施成果についても広く情報発信する
必要がある。

・発掘調査や調査研究等の魅力的な文化財
情報を、年間２回以上ホームページで積極
的に発信する。
・寄付金の使途を企業に理解してもらいプ
ロジェクトを発展させるために、連携する
他課とともに企業版ふるさと納税「マイ文
化財」プロジェクトの活動成果を積極的に
情報発信する。

B

0440
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引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

博物館活動への新型コロナウイルス感染症
の影響などにより関心が薄れたと考えられ
、ホームページ閲覧数は目標の半分程度と
なったが、広報かしはらや報道発表を通じ
て文化財情報の発信を実施できている。予
定されている市ホームページリニューアル
に合わせて情報発信の手段を充実させてい
く予定である。

B

対象外
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 Ⅱ生涯学習・社会教育

04 今井町の伝統的町並みを活かした歴史・文化の啓発

01 学びを通して郷土への誇りや愛着をはぐくむ

今井町の伝統的な町並みの価値や魅力を正しく知ってもらうため、ＳＮＳを活用し、今井
町の歴史や文化等についての情報を発信します。

今井町が本市の貴重な歴史的遺産であることを広く知ってもらうことで、今井町
の町並みの維持継承に繋げます。

ＳＮＳの閲覧件数

５００件 ５５０件 ６００件 ６５０件 ７００件

６３８件

今井町並保存整備事務所　

〇

SNS(Facebook)を活用し、今井町の歴史や
文化等についての情報を毎月１回発信した
。一月当たりの平均閲覧件数が６３８件あ
り、数多くの方に今井町が貴重な歴史的遺
産であることを知ってもらうことができた
。

今井町を数多くの人に知ってもらうことが
できたが、Facebookだけの情報発信では限
界があり、他の媒体等を活用する情報発信
方法の検討も必要となる。

情報発信方法については、デジタル戦略課
とも連携を図りながら、時代のニーズに対
応したInstagram等の発信方法を取り入れ
ていく。

A

0450
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引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

実績値として、毎月のSNS（Facebook）に
よる一月当たりの平均閲覧件数が６３８件
と目標値である５００件を大きく上回った
。これにより、今井町の価値や魅力を正し
く知ってもらうことができ、町並みの維持
継承に繋がったと判断し、評価した。

A

対象外
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 Ⅱ生涯学習・社会教育

04 今井町の伝統的町並みを活かした歴史・文化の啓発

01 学びを通して郷土への誇りや愛着をはぐくむ

次世代を担う児童生徒に対して今井町への社会見学を積極的に啓発し、実際に今井町の町
並みを見学してもらうことにより、その価値や魅力を知ってもらえる取組みを実施します
。

市内の児童生徒に今井町の歴史的町並みを見学してもらうことで、郷土への誇り
や愛着をはぐくみます。

社会見学の受入れ件数

１件 ２件 ３件 ４件 ５件

０件

今井町並保存整備事務所　

〇

コロナ禍であったことや、各学校の年間学
習計画時期までに社会見学の受入れ相談が
間に合わなかったことから、今年度の実施
は見送ることとなった。

各学校では年度当初に年間学習計画を定め
られるため、学校教育課とも連携を図りな
がら前年度に対象校を選定し、該当校への
アプローチが必須となる。

先ずは、徒歩圏内である中学校区（今井小
学校・真菅小学校）を対象に調整していく
。

D

0460
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引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

目標値である、社会見学の受入れ件数１件
はコロナ禍であったことや相談時期が遅か
ったという理由で、達成することができな
かった。目標達成のためには課題の抽出、
対応方針の改善が必要であると判断し、評
価した。

D

対象外
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 Ⅱ生涯学習・社会教育

04 今井町の伝統的町並みを活かした歴史・文化の啓発

01 学びを通して郷土への誇りや愛着をはぐくむ

市のホームページ等により出前講座の開催を幅広く周知するとともに、児童生徒に対して
出前講座を行うことで、今井町の町並みの価値や魅力を正しく伝え、興味を持ってもらえ
る取組みを実施します。

今井町の町並みの価値や魅力を正しく伝え、興味を持ってもらうことで来訪を促
し、今井町の歴史や文化の啓発に努めます。

出前講座の実施回数

２回 ３回 ４回 ５回 ６回

２回

今井町並保存整備事務所　

〇

畿央大学や奈良県医師会看護専門学校の学
生に、今井町の町並み保存についての講義
を実施し、町並みの価値や魅力を発信した
。

町並み保存については興味を持ってもらい
、講義後の感想等によると来訪を促す効果
があった。講義では歴史や文化等について
も、詳しく説明する必要がある。

町並み保存の取り組み内容のほかに、歴史
や文化といった分かりづらい内容について
は、児童や生徒等に合わせた講義内容とし
、今井町の歴史と文化の啓発に繋げていく
。

A

0470
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引き続き、目標達成に向け取り組んでいく
こと。

実績値として、出前講座の回数２回を実施
し、目標値を達成することができた。これ
により、町並み保存について興味を持って
もらい、来訪を促す効果があったと判断し
、評価した。

A

対象外
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